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1
プランテーション事業の適法
性遵守

1.1　土地の適法性

1.1.1 立地許可
活動実施ができる前に、プ
ランテーション事業者が、
県空間整備計画/都市空
間整備計画に基づき10万
分の1又は5万分の1の縮
尺の地図を具備した上で
県知事/市長/州知事/権
限を有する官吏が発行し
た立地許可を有している。
（I,B,P)

1．10万分の1又は5万分の
1の縮尺の地図を具備した
上で県知事/市長/州知事
/権限を有する官吏が発行
した立地許可を有してい
る。

1．立地許可及び/又はそ
の延長文書があり、示せな
ければならない（1993年以
降に開墾した農園の取得
の場合）。

✓ ✓

満たしている
正当な文書がある場合

満たしていない
正当な文書がない場合

2．法令に基づき権限を有
する機関が発行した立地
許可がある。

✓ ✓ ✓

3．1993年以降の立地許可
の場合、5万分の1又は10
万分の1又はその他の縮
尺による立地許可地図が
ある。

✓ ✓

2．立地許可で示されうる
土地が地域空間整備計画
に基づく用途の土地であ
る。

立地許可内の土地が立地
許可発行時の地域空間整
備計画に基づいている。

✓ ✓ ✓

満たしている
土地が地域空間整備計画
に基づいている

満たしていない
土地が地域空間整備計画
に基づいていない

3．立地許可保持者は、法
令に基づき他者の権利と
利害にある土地を収用す
る義務を負う。

立地許可有効期間中の土
地収用記録がある。

✓ ✓

満たしている
正当な文書がある場合

満たしていない
正当な文書がない場合
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1.1.2 土地の取得
転換生産林地区に由来す
るプランテーション用地は、
環境林業省又は投資調整
庁からの森林地区開放許
可を有することが義務付け
られる。（I,B,P)

1．転換生産林地区に由来
するプランテーション用地
は、環境林業省又は投資
調整庁からの森林地区開
放許可を有することが義務
付けられる。

転換が可能な森林地区に
由来する用地に関連する
用地の場合、関連機関か
らの森林地区開放許可が
ある。

✓ ✓ ✓

満たしている
正当な文書がある場合

満たしていない
正当な文書がない場合

2．転換生産林と制限生産
林地区に由来するプラン
テーション用地とは、森林
地区交換原則承認書を有
することが義務付けられ
る。

1．生産林と制限生産林地
区に由来する用地の場
合、代替用地に由来する
森林地区決定書がある。

✓ ✓ ✓

満たしている
共有地由来の正当な文書
がある場合

満たしていない
共有地由来の正当な文書
がない場合

2．生産林と制限生産林地
区に由来する用地の場
合、申請した森林地区開
放レターがある。
3．交換森林地区として定
められた森林代替用地は
土地紛争があってはならな
い。

3．慣習法コミュニティの共
有地に由来するプランテー
ション用地は、法令に基づ
く土地の引き渡しと報酬に
関し、共有権を保有する慣
習法コミュニティが強制さ
れることなく完全な情報に
基づき話し合いと同意によ
り取得することが義務付け
られる。

1．自由意思による事前の
十分な情報に基づく同意を
通じた合意がある。

✓ ✓

満たしている
共有地由来の正当な文書
がある場合

満たしていない
共有地由来の正当な文書
がない場合

2．合意とフォローアップを
政府が監督している。

✓ ✓

3．現行法令によりその存
在が認められている限り、
プランテーション用地が共
有地に由来していない旨を
示す文書。

✓ ✓



1.1.3 地権
現行法令に基づく地権（事
業権、建設権、使用権）を
有している。（I,B,P)

1．土地分野の法令に基づ
く面積の正当な地権（事業
権、建設権、使用権）証書
を有している。

1．地権（事業権、建設権、
使用権、）証書がある。

✓ ✓ ✓

満たしている
管理する農園面積に応じ
た正当な事業権文書を有
している場合

満たしていない
管理する農園面積に応じ
た正当な事業権証書を有
していない、又は事業権文
書は有しているが、管理農
園面積が事業権文書に記
載の面積と合致しない場
合

2．関連機関からの地権決
定書がある。

✓ ✓

3．会社の所有移転がある
場合には、地権名義の調
整期間に留意しつつ、プラ
ンテーション事業者名と地
権（事業権、建設権、使用
権）保有者の名義の適合
性

✓ ✓

4．用地利用及び/又は活
用（プランテーション事業コ
モディティ)の種類、地権
（事業権、建設権及び/又
は使用権）と権利供与決定
書との適合性

✓ ✓

5．立地と事業権エリア内
にある運営面積との適合
性

✓ ✓ ✓

6．申請時の地権（事業権、
建設権及び/又は使用権）
の有効期間

✓ ✓

2．事業権エリアで実施済
みの土地収用記録の証拠
を有している。

1．現行法規に基づく生育
作物補償記録がある。

✓ ✓ ✓

満たしている
土地収用文書がある場合

満たしていない
土地収用文書がない場合

2．現場検査記録及びA・B
委員会会議記録（A・B委員
会議事録）文書がある。

✓ ✓ ✓

3．事業権境界の維持

1．地権（事業権、建設権、
使用権）に応じて権限を有
する官吏が定めた区画地
図（地籍）がある。

✓

満たしている
事業権境界地図文書があ
る場合

満たしていない
事業権境界地図文書がな
い場合



2．区画地図（地籍）に基づ
く事業権境界標の数と位
置の記録がある。

✓

3．　事業権/建設権及び/
又はHP境界標の維持のた
めのメカニズムがある。

✓ ✓

4．事業権境界維持モニタ
リング文書/記録がある。

✓

5．事業権/建設権/使用権
境界維持モニタリングを実
施するための定めを受け
た担当者がいる。

✓

1.1.4 土地紛争
プランテーション事業者は
法令に基づきエリア内の土
地紛争を解決する義務を
負う。（I,B,P)

1．プランテーション事業者
は現行法令に基づきエリア
内の土地紛争を解決する
義務を負う。

土地紛争がある場合：
1．事業権内にある運営エ
リア全体における紛争エリ
アの特定結果がある。

✓ ✓

満たしている
土地紛争文書が完全にあ
る場合

満たしていない
土地紛争文書が完全にな
い場合

2．紛争となっている土地の
地図がある。

✓ ✓

3．紛争解決プロセス報告
書があり、関連機関に報告
済みで、受理証がある。

✓ ✓ ✓

2．プランテーション事業者
は、エリア内にある土地紛
争について解決合意がな
された旨を立証できなけれ
ばならない。

土地紛争解決プロセス文
書がある。(話し合いで解
決できない場合、法的措置
をとる）

✓ ✓ ✓

満たしている
紛争文書がある場合

満たしていない
紛争文書がない場合

1.1.5 遊休地
プランテーション事業者は
用途に応じて地権を活用し
なければならない。（I,B,P)

プランテーション事業者は
用途に応じて事業権用地
を活用していなければなら
ない。

1．用途にまだ合致してい
ない用地の活用特定結果
がある。

✓ ✓ ✓ ✓

満たしている
遊休地文書がある場合

満たしていない
遊休地文書がない場合

2．関連機関に提出した、
地権供与決定書に基づく
土地の利用及び活用報告
文書がある。

✓ ✓

1.1.6 他事業との用地の重
複
プランテーション事業者は
法令に基づき他事業との
土地の重複にかかる合意
をしている。（I,B,P)

地権者と他事業との間で
書面の合意がある。

1．特にプランテーション立
地許可後に発行された鉱
業許可の場合、立地、面
積、期間を記載した合意文
書がある。

✓ ✓ ✓

満たしている
用地重複解決文書がある
場合

満たしていない
用地重複解決文書がない
場合

2．事業者が人工林事業許
可及び/又は天然林事業
許可との重複エリアを特定
し、許可供与者に報告して
いる。

✓ ✓ ✓



1.2　プランテーション事業
の適法性

1.2.1　法人形態
プランテーション事業者は
法人形態で、法的主体とし
ての根拠を有する事業とし
て認められるために必要な
すべての許可を有していな
ければならない。（I, B, P)

1．プランテーション事業者
は法人形態でなければな
らない。

1．実施中の事業に基づく、
プランテーション組織名、
事業分野、プランテーショ
ン事業者の所有の種類
（外資又は内資）に応じた
関連政府機関承認の設立
証書文書がある。

✓ ✓

満たしている
法人形態のプランテーショ
ン事業者の文書がある場
合

満たしていない
法人形態のプランテーショ
ン事業者の文書がない場
合

2．プランテーション組織名
に応じた、関連政府機関承
認の最新の変更証書があ
る。

✓ ✓

2．プランテーション事業者
の所在地に応じた納税者
番号、プランテーション事
業者登録証、事業場所許
可書及び商業許可書を有
している。

1．課税対象に応じた納税
者番号がある。

✓ ✓

満たしている
納税者番号、登録証、事業
場所許可書、商業許可書
文書がある場合

満たしていない
納税者番号、登録証、事業
場所許可書、商業許可書
文書がない場合

2．まだ有効で関連機関が
承認したプランテーション
事業者登録証がある。

✓ ✓

3．まだ有効で関連機関が
承認した事業場所許可書
がある。

✓ ✓

4．実施中の事業に応じて
まだ有効で関連機関が承
認した商業許可書がある。

✓ ✓

3．すべての構造物が、少
なくとも半恒久的構造物に
分類され、現行条例にも基
づく建設許可を有している
ことが義務付けられる。

現地政府機関から取得し
た、構造物（恒久的/半恒
久的住居、事業権内での
工場、オフィス、倉庫、修理
場など）用の建設許可があ
る。

✓ ✓

満たしている
建設許可がある場合

満たしていない
建設許可がない場合

4．事業権外にあるアブラ
ヤシ工場の構造物及び施
設が国土庁発行の建設権
証書を有している。

1．事業権外にある構造物
について、建設権文書が
ある。

✓ ✓

満たしている
建設権がある場合

満たしていない
建設権がない場合

2．構造物の権利決定書
（国土庁長官決定書)があ
り、提示できること。

✓ ✓

3．構造物の権利（建設権)
保持者名と認証ユニット名
との適合性

✓ ✓



4．構造物利用又は活用
(建設権)の種類と権利供
与決定書との適合性

✓ ✓ ✓

5．構造物の権利（建設権)
内にある構造物の所在地

✓ ✓

6．申請時点での地権(事
業権、建設権、使用権)の
有効期間

✓ ✓

5．毎年の土地建物税、現
行規定に基づく所得税、付
加価値税を支払っている。
現地の条例に基づく納税
申告を行っている。

1．過去1年の土地建物税
支払/納付証書がある。

✓ ✓

満たしている
土地建物税、所得税、付加
価値税がある場合

満たしていない
土地建物税、所得税、付加
価値税がない場合

2．過去3か月の所得税と
過去1年の付加価値税の
支払い/納付証書がある。

✓ ✓

3. 関連機関への納税申告
証書がある。

✓ ✓

1.2.2　環境許可
活動実施前に環境関連の
適法性要件を有している。
（I,B,P)

法令に基づき権限を有す
る官吏が発行した環境許
可を有している。

権限を有する官吏から取
得した環境許可があり、プ
ランテーション事業者名に
合致している。

✓ ✓

満たしている
現行規定に基づく環境許
可がある場合

満たしていない
現行規定に基づく環境許
可がない場合

1.2.3 小規模農園開発の
ファシリテーション
250ヘクタール以上の面積
で栽培プランテーション事
業許可又はプランテーショ
ン事業許可を申請するプラ
ンテーション事業者は、現
行法令に基づき、栽培プラ
ンテーション事業許可又は
プランテーション事業許可
エリア面積の20％以上の
周辺住民の農園開発の
ファシリテーションを行う義
務を負う。（I,B,P)

住民の農園開発ファシリ
テーションに関するプラン
テーション事業者と農園周
辺住民との協力文書があ
る。

1．プランテーション分野の
局が認知した、プランテー
ション事業者と周辺住民と
の共同合意文書がある。

✓ ✓ ✓

満たしている
プランテーション事業者と
周辺住民との協力文書が
ある場合

満たしていない
プランテーション事業者と
周辺住民との協力文書が
ない場合

2．保有するプランテーショ
ン事業許可（プランテーショ
ン事業許可/栽培プラン
テーション事業許可)面積
の20％以上の住民の農園
開発エリア面積実績文書
がある。

✓ ✓



3．プランテーション式、移
住式、組合ローン式又はそ
の他の核・プラズマ協力を
行っているプランテーション
事業者の場合、中核農園
面積の20％の住民の農園
開発ファシリテーション義
務は適用されない。一方、
当該協力をまだ行っていな
いプランテーション事業者
は、権限に応じて州知事又
は県知事/市長が認知し
た、周辺住民向けの生産
的活動を実施する義務を
負う。

✓ ✓ ✓

4．協同組合形態の法人
は、20％の面積の住民の
農園開発ファシリテーショ
ンを行う義務を負う。

✓ ✓

5．関連政府機関(プラン
テーション局)に対する周辺
住民ンの農園開発ファシリ
テーション実績進捗報告書
の証拠がある。

✓ ✓

1.2.4 プランテーション許可
（I,B,P)

プランテーション事業許可
を有している。

1．プランテーション事業許
可（プランテーション事業許
可/プランテーション事業登
録証、栽培プランテーショ
ン事業許可/栽培プラン
テーション恒久事業許可、
加工用プランテーション事
業許可/プランテーション恒
久事業許可、農業大臣名
義で投資調整庁長官が発
行したプランテーション事
業許可、農業大臣からの
プランテーション恒久事業
許可を提示できる。

✓ ✓

満たしている
プランテーション事業許可
文書がある場合

満たしていない
プランテーション事業許可
文書がない場合

2．プランテーション事業許
可が法令に基づき権限を
有する政府機関により発
行されている。

✓ ✓

3．プランテーション事業許
可の面積が事業権/建設
権の面積以上であること。

✓ ✓

4．プランテーション運営エ
リア全体がプランテーショ
ン事業許可内に含まれて
いる。

✓ ✓ ✓



5．プランテーション事業許
可の所在地が地域空間整
備計画に合致している。

✓ ✓ ✓

6．アブラヤシ工場のユニッ
ト数及び設備能力又は生
産数量がプランテーション
事業許可に記載の能力に
合致している。

✓ ✓ ✓

7．プランテーション事業許
可に記載のコモディティ
が、事業で扱うコモディティ
と合致している。

✓ ✓ ✓

8．加工用プランテーション
事業許可の場合、アブラヤ
シ工場で加工する原材料
果房の20％以上を自社農
園で確保又は5年以上のア
ブラヤシ工場と農家との原
材料果房供給協力契約が
あることを示している。

✓ ✓ ✓

2
プランテーションのベストプラ
クティスの採用

2.1　プランテーション計画
プランテーション事業者
は、持続可能なアブラヤシ
生産のために短期・中期・
長期計画を有してていなけ
ればならない。（I,B,P)

1．プランテーション事業者
が、持続可能な事業を支え
るためのプランテーション
事業者のビジョンとミッショ
ンを記載した戦略計画を有
している。

1．プランテーション事業者
トップの承認を受けた、持
続可能な事業を支えるた
めのプランテーション事業
者のビジョンとミッション。

✓ ✓ ✓

満たしている
戦略計画がある場合

満たしていない
戦略計画がない場合

2．労働者とパートナーに
対し持続可能な事業を支
えるためのプランテーショ
ン企業のビジョンとミッショ
ンを周知している証拠

✓ ✓ ✓ ✓

2．プランテーション事業者
がアブラヤシプランテー
ション事業者組織構成を有
している。

1．トップが承認したアブラ
ヤシプランテーション事業
者組織構成文書がある。

✓ ✓ ✓ ✓

満たしている
組織構成がある場合

満たしていない
組織構成がない場合

2．運営活動に基づく組織
構成文書

✓ ✓ ✓ ✓

3．サプライチェーンシステ
ム全体に責任を負うマネー
ジメント代表者としての特
別なスタッフの設定を含
め、組織構成のポジション
とレベル毎の責務記述書
がある。

✓ ✓ ✓



3．プランテーション事業者
が、プランテーション事業
の計画、モニタリング、評
価をしている。

1．プランテーション事業者
の活動を完全に明記した
年次計画と年次報告文
書。果実の供給計画と出
所を含む。

✓ ✓

満たしている
プランテーション事業の計
画、モニタリング、評価が
ある場合

満たしていない
プランテーション事業の計
画、モニタリング、評価が
ない場合

2．中期・長期戦略計画と
当該計画適用に関する内
部監査/自己評価実施文
書

✓ ✓

3．プランテーション事業者
の財務監査結果報告書

✓ ✓ ✓

4．プランテーション事業者
が人材管理システムを有し
ている。

1．労働者採用メカニズム
がある。

✓ ✓ ✓

満たしている
人材管理システムがある
場合

満たしていない
人材管理システムがない
場合

2．賃金体系とインセンティ
ブ供与システム文書があ
る。

✓ ✓ ✓

3．キャリアパスと業績評価
システム文書がある。

✓ ✓ ✓

4．研修システム文書があ
る。

✓ ✓ ✓

5．プランテーション、アブラ
ヤシ加工ユニット、オフィ
ス、従業員住居、関連設
備、その他のニーズ開発
用の用地（事業権)の活用
計画と実績文書がある。

1．用地活用実績面積が、
事業権又は事業権と建設
権の面積に合致している。

✓ ✓ ✓

満たしている
用地活用計画と実績文書
がある場合

満たしていない
用地活用計画と実績文書
がない場合

2．工場の能力実績がプラ
ンテーション事業許可と合
致している。

✓ ✓ ✓ ✓

3．現地のプランテーション
事業許可供与者に対する
プランテーション年次進捗
報告書がある。

✓ ✓ ✓

4．(法律2014年第39号以
降に許可を取得したプラン
テーション事業者の場合）
地権取得から6年後に技術
的に作付け可能な全エリア
を事業化するための文書
がある。

✓ ✓ ✓



2.2　栽培及び産品加工技
術の採用

2.2.1　土地の開墾
土地と水の保全規範を満
たした開墾（I,B)

1．プランテーション事業者
は、整地を含め開墾のた
めのSOPを有していなけれ
ばならない。

1．整地を含め、火入れを
行わない開墾のための
SOPがある。

✓ ✓ ✓

満たしている
SOPがある場合

満たしていない
SOPがない場合

2．土地と水の保全規範に
留意した開墾のための
SOPがある。

✓ ✓ ✓

3．プランテーション事業者
が30％を超える傾斜地を
有する場合、テラス式の開
墾のためのSOPがある。

✓ ✓ ✓

2．現行法令に基づき定め
られた新たな土地の開墾と
プランテーション運営プロ
セスにおける土地と水の保
全規範の採用

1．排水システム設置、一
定の傾斜地の場合にはテ
ラス式、土地の侵食、崩壊
/劣化を最小限に抑えるた
めの被覆作物の植え付け

✓ ✓ ✓

満たしている
開墾の際の土地と水の保
全規範の採用に文書があ
る場合

満たしていない
開墾の際の土地と水の保
全規範の採用に文書がな
い場合

2．開墾とアブラヤシの作
付が、政府の定める貯水
池/湖のへりと一定の距離
をとっている。その貯水池/
湖のへりについて政府の
定めがまだない場合、開墾
及び/又はアブラヤシの作
付と貯水池/湖のへりとの
距離が、プランテーション
事業者の内部SOPで定め
られている。

✓ ✓ ✓

3．開墾とアブラヤシの作
付が、政府の定める泉の
へりと一定の距離をとって
いる。その泉のへりについ
て政府の定めがまだない
場合、開墾及び/又はアブ
ラヤシの作付と泉のへりと
の距離が、プランテーショ
ン事業者の内部SOPで定
められている。

✓ ✓ ✓



4．開墾とアブラヤシの作
付が、政府の定める河川
のへりと一定の距離をとっ
ている。その河川のへりに
ついて政府の定めがまだ
ない場合、開墾及び/又は
アブラヤシの作付と河川の
へりとの距離が、プラン
テーション事業者の内部
SOPで定められている。

✓ ✓ ✓

5．開墾とアブラヤシの作
付が、政府の定める支川
のへりと一定の距離をとっ
ている。その支川のへりに
ついて政府の定めがまだ
ない場合、開墾及び/又は
アブラヤシの作付と支川の
へりとの距離が、プラン
テーション事業者の内部
SOPで定められている。

✓ ✓ ✓

6．開墾とアブラヤシの作
付が、政府の定める谷の
へりと一定の距離をとって
いる。その谷のへりについ
て政府の定めがまだない
場合、開墾及び/又はアブ
ラヤシの作付と谷のへりと
の距離が、プランテーショ
ン事業者の内部SOPで定
められている。

✓ ✓ ✓ ✓

7．開墾とアブラヤシの作
付が、政府の定める海岸
のへりと一定の距離をとっ
ている。その海岸のへりに
ついて政府の定めがまだ
ない場合、開墾及び/又は
アブラヤシの作付と海岸の
へりとの距離が、プラン
テーション事業者の内部
SOPで定められている。

✓ ✓ ✓ ✓

3. コンセッションエリアにお
けるホットスポット発生履
歴、機械開墾記録など、プ
ランテーションコンセッショ
ンエリアにおけるプラン
テーション事業者の運営に
よる火入れがないことを支
持する証拠を有している。

1．火入れなき開墾活動文
書がある。

✓ ✓ ✓ ✓

満たしている
証拠がある場合

満たしていない
証拠がない場合

2．火災対応措置報告書が
ある。

✓ ✓ ✓ ✓

3．機械開墾記録がある。 ✓ ✓ ✓ ✓



4．火入れなき開墾のため
のSOPがある。

4．プランテーション事業者
が開墾・整地の記録・地図
を有している。

1．ブロック整備、農園道路
の整備、基地を含む整地
の記録・地図がある。

✓ ✓ ✓ ✓

満たしている
開墾・整地の記録・地図が
ある場合

満たしていない
開墾・整地の記録・地図が
ない場合

2．排水システム設置、一
定の傾斜地の場合にはテ
ラス式、土地の侵食、崩壊
/劣化を最小限に抑えるた
めの被覆作物の植え付け
記録がある。

✓ ✓ ✓ ✓

3．法規に基づき環境許可
又は環境影響評価/環境
管理・モニタリング計画に
記載の要件と義務に基づく
開墾記録がある。

✓ ✓ ✓ ✓

2.2.2　種の取扱い
プランテーション事業者は
作付を行う際に認証優良
種を利用すること。（I, B)

1．プランテーション事業者
が種の取扱いのための
SOPを有する。

1．育成種利用のための
SOPがある（1995年以降、
政府の認定を受け、権限を
有する機関からの認証を
受けた種に由来する育成
種）

✓ ✓ ✓ ✓

満たしている
SOPがある場合

満たしていない
SOPがない場合

2．　技術規定に基づく品質
と年数の種を利用するた
めのSOPを有していること
を示せること。

✓ ✓ ✓ ✓

3．要件を満たさない種の
取り扱いのためのSOP

✓ ✓ ✓ ✓

2．　プランテーション事業
者が認証種の確保実施文
書を有している。

1．農業省発行の認証種
メーカーからの種証明書が
ある。

✓ ✓ ✓ ✓

満たしている
文書がある場合

満たしていない
文書がない場合

2．申し込みから受け取りま
での発芽種の確保実施文
書がある。

✓ ✓ ✓ ✓

3．要件を満たさない種の
取り扱い

要件を満たさない種の廃
棄記録がある。

✓ ✓ ✓ ✓

満たしている
文書がある場合

満たしていない
文書がない場合

2.2.3　鉱質土壌での作付
け（I,B)

1．鉱質土壌におけるアブ
ラヤシ作付技術指針SOP

アブラヤシ栽培指針に関
連する法規のプラクティス
に応じた作付計画(作付間
隔）から種植えまでのSOP
がある。

✓ ✓ ✓ ✓

満たしている
SOPがある場合

満たしていない
SOPがない場合



2．鉱質土壌に有効な基準
又は規程に基づく作付適
用文書がある。

1．SOPに基づく作付計画
文書がある。

✓ ✓ ✓ ✓

満たしている
文書がある場合

満たしていない
文書がない場合

2．SOPに基づく作付実績
文書がある。

✓ ✓ ✓ ✓

2.2.4　泥炭地での作付け
（I,B)

1．泥炭地におけるアブラ
ヤシ農園作付技術指針又
は業務指示SOP

アブラヤシ栽培のための
泥炭地活用に関連する法
令プラクティスに応じた泥
炭地での作付けのための
SOPがある。

✓ ✓ ✓ ✓

満たしている
SOPがある場合

満たしていない
SOPがない場合

2．高位泥炭地層沈下規制
1．高位泥炭地層沈下規制
に関するSOPがある。

✓ ✓ ✓ ✓

満たしている
SOPがある場合

満たしていない
SOPがない場合

2．　泥炭地層の沈下測定
用の器具がある。

✓ ✓ ✓ ✓

3．泥炭地での作付管理に
関連するインフラ設備があ
る。

✓ ✓ ✓ ✓

3．手続き及び/又は法令
に基づく泥炭地における作
付適用記録

1．企業内部又は外部が実
施の事業権エリアにおける
泥炭深度特定結果文書が
ある。

✓ ✓ ✓ ✓

満たしている
文書がある場合

満たしていない
文書がない場合

2．泥炭地におけるアブラ
ヤシの作付と手入れに関
連するSOP実施結果があ
る。

✓ ✓ ✓ ✓

3．沈下モニタリングと地下
水面高規制結果がある。

✓ ✓ ✓ ✓

4．　作付から出された保護
機能に基づく泥炭生態系
の特定とマッピング文書が
ある。

✓ ✓ ✓ ✓

2.2.5　作物の維持（I,B)

1．　アブラヤシのGood
Agriculture Practice
(GAP)の適用による作物維
持手続き

アブラヤシ栽培に関連する
法令プラクティスに応じた
作物維持のためのSOPが
ある。

✓ ✓ ✓ ✓

満たしている
SOPがある場合

満たしていない
SOPがない場合



2．　レコメンデーションに基
づく施肥、サークル維持、
被覆作物及び農園の衛生
維持を含む、現行の基準
又は規則及び環境管理原
則に基づくアブラヤシ作物
維持適用記録がある。

1．下記を含む作物維持計
画文書がある：
a.　作物の整理
b.　作物の植え替え
c.　サークル維持
d.　被覆作物維持
e.　土壌と葉の分析に基づ
く施肥
f.　テラスと地下水面高の
維持
g.　排水
h.　葉の剪定(未収穫期の
もの）

✓ ✓ ✓ ✓

満たしている
文書がある場合

満たしていない
文書がない場合

2．下記を含む当該年及び
1年前の作物維持文書：
a.　作物の整理
b.　作物の植え替え
c.　サークル維持
d.　被覆作物維持
e.　土壌と葉の分析に基づ
く施肥
f.　テラスと地下水面高の
維持
g.　排水
h.　葉の剪定（未収穫期の
もの)

✓ ✓ ✓ ✓

満たしている
文書がある場合

満たしていない
文書がない場合



2.2.6　生物管理
プランテーション事業者は
技術指針に基づく統合的
害虫管理システムを採用し
なければならない。（I,B)

1.　プランテーション事業者
が害虫観察・管理のため
のSOPを有している。

下記を保証できる害虫観
察・管理のためのSOPがあ
る：
a.　害虫管理が統合的に行
われている(統合的害虫管
理）、すなわち機械的、生
物的、物理的、化学的管理
の各種技術を組み合わせ
ている
b.　定期的な害虫観察を通
じた早期警戒システムの
適用
c.　利用する農薬が農業省
農薬委員会に登録されて
いる
d.　環境への悪影響を最小
限にするために農薬廃棄
物処理が農薬委員会技術
指針に基づいて実施され
ている
e.　権限を有し農薬委員会
の承認を受けた機関の訓
練を受けた限定的農薬利
用のための管理者(チー
ム）
f.　害虫管理器具・材料保
管倉庫
g.　天敵寄主植物の種類

✓ ✓ ✓ ✓

満たしている
SOPがある場合

満たしていない
SOPがない場合

2．　権限を有するプラン
テーション事業者のマネー
ジメントの承認を受け、責
任者による手続き受理証
がある、害虫/雑草噴霧用
の農薬利用削減手続き

1．　下記の農薬取扱・管理
を含む農薬素材利用削減
のためのSOPがある：
a.　農薬の分類
b.　農薬利用手順
c.　農薬の保管
d.　農薬中毒とその症状
e.　農薬中毒の救急救命

✓ ✓ ✓ ✓

満たしている
SOPがある場合

満たしていない
SOPがない場合

2.　関連労働者への手続き
周知の証拠がある。

✓ ✓ ✓ ✓

3.　害虫観察・管理実施及
び登録済み農薬利用記録
又は文書

1．　天敵寄生植物の記録
がある。

✓ ✓ ✓ ✓

満たしている
記録がある場合

満たしていない
記録がない場合

2．　害虫観察・管理手続き
実施の証拠がある。

✓ ✓ ✓ ✓

3．　農業省農薬委員会に
登録済みの農薬利用記録
があり、農薬許可がまだ有
効。

✓ ✓ ✓



4．　プランテーション事業
者マネージメントからの書
面によるプランテーション
運営活動における農薬削
減コミットメントを有してい
る。

作物維持活動における農
薬材料削減コミットメントに
関してプランテーション事
業者が定めた書面があ
る。

✓ ✓ ✓

満たしている
文書がある場合

満たしていない
文書がない場合

5．　プランテーション作物
維持のための、農薬利用・
環境にやさしい代替材料
による一定限度までの削
減/生物農薬の利用記録
がある。

プランテーション作物維持
のための、農薬利用・環境
にやさしい代替材料による
一定限度までの削減/生物
農薬の利用記録がある。

✓ ✓ ✓ ✓

満たしている
記録がある場合

満たしていない
記録がない場合

2.2.7　収穫
プランテーション事業者が
良好かつ正しい方法により
適切なタイミングで収穫を
行い、果房生産を記録して
いる。（I, B)

1．　アブラヤシ収穫のため
のSOPと収穫活動適用文
書がある。

1.　アブラヤシ栽培指針に
関連する法令のプラクティ
スに応じた収穫実施のた
めのSOPがある。

✓ ✓ ✓

満たしている
SOPがある場合

満たしていない
SOPがない場合

2．　アブラヤシ収穫適用文
書がある。

✓ ✓ ✓ ✓

2．　月間・四半期・半期・年
間生産文書がある。

年間果房生産データがあ
る。

✓ ✓ ✓ ✓

満たしている
データがある場合

満たしていない
データがない場合

3．　生産予測文書がある。
今後の年間果房生産予測
データがある。

✓ ✓ ✓ ✓

満たしている
データがある場合

満たしていない
データがない場合

2.2.8　果房運搬
プランテーション事業者は
品質低下を避けるために
収穫した果房を直ちに加
工場に運搬できているこ
と。（I, B)

1．　果房運搬のための
SOPとその適用。

1．　アブラヤシ栽培指針に
応じた果房運搬実施のた
めのSOPがある。

✓ ✓ ✓ ✓

満たしている
SOPがある場合

満たしていない
SOPがない場合

2．　果房運搬実施手続き
適用の証拠

✓ ✓ ✓ ✓

2．　果房運搬実施記録又
は文書がある。

果房運搬実施記録があ
る。

✓ ✓ ✓ ✓

満たしている
記録がある場合

満たしていない
記録がない場合

2.2.9　アブラヤシ加工ユ
ニットでの果房受け入れ
プランテーション事業者は
受け入れる果房が所定の
要件を満たしているように
すること。（I, P)

1．　果房の受け入れと検
査/選別のためのSOPがあ
る。

受け入れ果房選別基準に
基づく果房の受け入れ、検
査及び選別のためのSOP
がある。

✓ ✓ ✓ ✓

満たしている
SOPがある場合

満たしていない
SOPがない場合



2．　要件に基づく・基づか
ない果房受け入れ文書

果房受け入れのための
SOPに基づく工場での果房
選別結果文書がある。

✓ ✓ ✓ ✓

満たしている
文書がある場合

満たしていない
文書がない場合

3．　農業省が定める果房
品質基準に基づく・基づか
ないアブラヤシ工場での果
房受け入れ

1．　農業省の規定に基づく
果房選別による果房の受
け入れ

✓ ✓ ✓ ✓

満たしている
文書がある場合

満たしていない
文書がない場合

2．　選別果房のハンドリン
グと記録

✓ ✓ ✓ ✓

4．　果房の品質を維持す
るために、農園（摘み取り
場）から加工場(アブラヤシ
工場）への果房発送アクセ
スが維持されていること

1．農園における道路維持
プログラムがある。

✓ ✓

満たしている
文書がある場合

満たしていない
文書がない場合

2．実績と果房の品質維持
を支える評価の結果の記
録がある。

✓ ✓ ✓

2.2.10　果房加工
プランテーション事業者は
GMPを採用した果房加工
の計画と実施をしなければ
ならない。（I, P)

1．　プランテーション事業
者がパーム原油の加工及
び品質モニタリング・計測
プロセスのためのSOPを有
している。

良好な作物に由来する農
産物収穫後のハンドリング
指針に基づく（生産計画か
ら品質計測までの）加工プ
ロセスのためSOPがある。

✓ ✓ ✓ ✓

満たしている
SOPがある場合

満たしていない
SOPがない場合

2．　プランテーション事業
者がパーム原油の加工及
び品質モニタリング・計測
プロセスのためのSOP実
施記録/文書を有してい
る。

果房を製品とする加工及
び品質モニタリング・計測
プロセス文書がある。

✓ ✓ ✓ ✓

満たしている
文書がある場合

満たしていない
文書がない場合

3．　アブラヤシ加工ユニッ
ト用の水利用文書がある。

アブラヤシ加工ユニット用
の水利用文書がある。

✓ ✓ ✓ ✓

満たしている
文書がある場合

満たしていない
文書がない場合

3
環境、天然資源及び生物多様
性の管理

3.1　環境許可関連の実施
プランテーション事業者は
環境許可に基づく義務を
実施しなければならない。
（I, B, P)

1．　権限を有する機関へ
の報告を含む、環境管理・
モニタリング結果に関する
文書を有している。

1．　関連機関が承認した
環境文書（環境影響評価、
環境管理・モニタリング計
画、 環境評価調査及びそ
れに類する文書）がある。

✓ ✓ ✓

満たしている
文書がある場合

満たしていない
文書がない場合



2．　環境文書（環境影響評
価、環境管理・モニタリング
計画、 環境評価調査及び
それに類する文書）の検証
スコープが、(a)検証エリア
面積が運営エリア面積をカ
バーしている、(b)工場の加
工能力計画、(c)廃棄物管
理など、プランテーション事
業者の運営活動全体をカ
バ-している。

✓ ✓ ✓

3．　現行規定に基づく環境
文書と工場（設備）能力と
の適合性

✓ ✓

4．　実施済みの環境管理・
モニタリング計画

✓ ✓ ✓

5．　環境管理・モニタリン
グ報告書が承認を受けた
環境文書に基づくすべて
の活動をカバーしている。

✓ ✓ ✓

6．　環境管理・モニタリン
グ報告書の書式が関連
ルールに準拠している。

✓ ✓

7．　環境管理・モニタリン
グ報告書が承認を受けた
環境文書に基づき定期的
に関連機関に報告されて
いる。

✓ ✓ ✓

2．　アブラヤシ工場が、現
行水質基準規定に基づ
き、土壌還元用の液体廃
棄物の利用や水域への廃
棄許可を有している。

1．　関連政府機関からの
まだ有効な液体廃棄物利
用又は水域(川、海)への廃
棄許可を示すことができ
る。

✓ ✓

満たしている
液体廃棄物利用許可文書
がある場合

満たしていない
液体廃棄物利用許可文書
がない場合

2．　液体廃棄物利用場所
が液体廃棄物利用許可の
規定に基づいている。

✓ ✓

3．　水域を汚染する、廃水
処理施設又は農園での土
壌還元における液体廃棄
物漏れがない。

✓ ✓

3．　廃水の水質基準を満
たすための廃水処理施設
を有している。アブラヤシ
工場が十分な廃水処理施
設を有している。

各施設(池）の機能を明記
した廃水処理施設のレイア
ウト記録がある。

✓ ✓

満たしている
廃水処理施設がある場合

満たしていない
廃水処理施設がない場合



3.2　廃棄物管理
プランテーション事業者が
法令に基づくアブラヤシ廃
棄物管理義務を実施して
いる。（I, P)

1．(固体、液体、気体)廃棄
物管理に関するSOPを有し
ている。

1．　廃水処理施設の液体
廃棄物管理をきちんと行
い、環境を汚染する漏れが
ない。

✓ ✓

満たしている
SOP、廃棄物の種類と廃
棄物管理文書がある。

満たしていない
SOP、廃棄物の種類と廃
棄物管理文書がない。

2．　プランテーション事業
者の運営活動による(固
体、液体、気体)廃棄物の
種類の特定文書。

✓ ✓

3．　承認を受けた手続きと
手順に基づく(固体、液体、
気体)廃棄物管理文書。

✓ ✓

2．権限を有する機関に対
する廃棄物管理・モニタリ
ング報告文書を有してい
る。

1．廃棄物管理・モニタリン
グ報告に基づく(固体、液
体、気体)廃棄物管理の実
施記録

✓ ✓ ✓

満たしている
廃棄物管理実施記録・報
告書がある場合。

満たしていない
廃棄物管理実施記録・報
告書がない場合。

2．　（固体、液体、気体）廃
棄物管理・モニタリング報
告書を現行規定に基づき
権限を有する機関に定期
的に報告している。

✓ ✓ ✓

3．　水域への廃水廃棄の
ための地方政府からの許
可文書を有している。

権限を有する機関からの
まだ有効な水域へのアブラ
ヤシ工場液体廃棄物廃棄
許可がある。

✓ ✓

満たしている
廃棄物廃棄許可文書があ
る場合。

満たしていない
廃棄物廃棄許可文書がな
い場合。

4．　海への廃水廃棄を行
う処理ユニット用の環境担
当大臣からの許可を有して
いる。

権限を有する機関からの
まだ有効な海へのアブラヤ
シ工場液体廃棄物廃棄許
可がある。

✓ ✓

満たしている
廃水廃棄許可がある場
合。

満たしていない
廃水廃棄許可がない場
合。

5．　廃棄及び/又は利用廃
水の水質基準を満たして
いる。

認定検査機関からの試験
結果文書があり、すべての
パラメーターが、現行規定
に基づくアブラヤシ工場の
液体廃棄物の廃棄及び/
又は利用のための所定の
水質基準に基づいている
旨が示されている。

✓ ✓

満たしている
試験結果文書がある場
合。

満たしていない
試験結果文書がない場
合。



3.3　固定汚染源の問題
騒音レベル、振動レベル、
臭気レベル、その他の汚
染源レベルの技術基準の
形での固定汚染源の問題
が法令に基づき定められ
ている。（I, P)

1．　環境担当省発行の指
針に基づく固定汚染源問
題の対応のためのSOP又
は作業指示書を有してい
る。

1．　現行規定に基づく固定
汚染源問題の管理手順を
示したSOP/作業指示書が
ある。

✓ ✓

満たしている
業務指示SOPがある場
合。

満たしていない
業務指示SOPがない場
合。

2．　プランテーション事業
者の運営活動による固定
汚染源の排出と環境を特
定する文書がある。

✓ ✓

2．　地方政府への固定汚
染源レベルの技術基準計
測結果報告書がある。

1．　認定検査機関からの
試験結果文書があり、すべ
てのパラメーターが、現行
規定に基づく固定汚染源
用に定められた基準に基
づいている旨が示されてい
る。

✓ ✓

満たしている
試験結果文書と原材料計
測結果報告書がある場
合。

満たしていない
試験結果文書と原材料計
測結果報告書がない場
合。

2．　環境許可及び/又は現
行規程に基づき、権限を有
する機関に対し固定汚染
源レベルの技術基準の計
測結果報告書が定期的に
報告されている。

✓ ✓

3．　固定汚染源問題の対
応文書がある。

手続き（SOP/作業指示書)
に基づく固定汚染源問題
対応計画と実績がある。

✓ ✓ ✓

満たしている
文書がある場合。

満たしていない
文書がない場合。

4．　既存の全排出源によ
る大気排出基準を満たして
いる。

認定検査機関からの試験
結果文書があり、試験パラ
メーターが、環境許可及び
/又は適切な環境文書に
基づくアブラヤシ工場の大
気排出用に定められた基
準に基づいている旨が示さ
れている。

✓ ✓

満たしている
文書がある場合。

満たしていない
文書がない場合。

3.4　廃棄物の活用
プランテーション事業者は
効率を高め、環境影響を
削減するために廃棄物を
活用しなければならない。
（I, B, P)

1．　(固体、液体、気体)廃
棄物活用のためのSOPを
有している。

1.下記を記載するSOPがあ
る：
(a)化石燃料代替用の繊
維、殻、空房の形での固体
廃棄物の活用
(b)有機肥料用の空房の活
用
(c)　施肥用の土壌還元の
形での液体廃棄物の活用

✓ ✓ ✓

満たしている
SOPがある場合。

満たしていない
SOPがない場合。

2．　固体、液体、気体廃棄
物のメリット特定文書

✓ ✓ ✓



2．　プランテーション事業
者が廃棄物の活用を行っ
ており、労働者と住民に対
する悪影響がないようにす
るための取り組みを含め、
固体、液体、気体廃棄物の
活用実施の証拠がある。

1．　廃棄物活用実施実績 ✓ ✓ ✓

満たしている
文書がある場合。

満たしていない
文書がない場合。

2．　廃棄物活用実施文書
がある。

✓ ✓

3．　現地環境庁へ定期的
に報告されている廃棄物
監督結果・管理プロセス及
び/又は活用報告書を有し
ている。

関連機関への廃棄物活用
報告書がある。

✓ ✓ ✓

満たしている
文書がある場合。

満たしていない
文書がない場合。

3.5　有害有毒物質・有害
有毒廃棄物管理
有害有毒物質・有害有毒
廃棄物が法令に基づき管
理されていなければならな
い。（I, B, P)

1．　有害有毒物質・有害有
毒廃棄物管理に関連する
SOP又は作業指示書を有
し、実施している。

1．有害有毒物質・有害有
毒廃棄物管理に関する
SOP/作業指示書がある。

✓ ✓ ✓

満たしている
SOPがある場合。

満たしていない
SOPがない場合。

2．　有害有毒物質・有害有
毒廃棄物管理実施の証拠
がある。

✓ ✓ ✓ ✓

2．　有害有毒物質・有害有
毒廃棄物管理手続き実施
モニタリング結果文書を有
している。

有害有毒物質・有害有毒
廃棄物管理手続き実施モ
ニタリング結果文書があ
る。

✓ ✓ ✓

満たしている
文書がある場合。

満たしていない
文書がない場合。

3．　県知事/市長発行の有
害有毒廃棄物一時保管許
可と場所を有している。

1．　まだ有効で、当該プラ
ンテーション事業者名の有
害有毒廃棄物一時保管場
所許可がある。

✓ ✓

満たしている
文書がある場合。

満たしていない
文書がない場合。

2．　排出し保管する有害
有毒廃棄物と有害有毒廃
棄物一時保管場所許可に
記載の廃棄物の種類との
適合性

✓ ✓ ✓



3．　有害有毒廃棄物一時
保管場所は下記の条件を
満たすこと：
立地場所要件：
(a)一時保管場所が洪水の
ない活動地区にある
(b)(一年中流れのある）川
との距離が50m以上
(c)住宅地又は公共施設と
の距離が100m以上
(d)自然遺産、保護林、保
護地区等保護された地方
施設との距離が300m以上

✓ ✓

4．　関連機関から有害有
毒廃棄物処理のための許
可を有している第三者との
協力契約文書を有してい
る。

1．　協力文書に有害有毒
廃棄物収集者及び/又は
運搬者及び/又は処理者
が含まれている。

✓ ✓ ✓

満たしている
文書がある場合。

満たしていない
文書がない場合。

2．　収集者及び/又は運搬
者は有害有毒廃棄物処理
者との協力契約文書を有
していること。

✓ ✓ ✓

3．　収集者及び/又は運搬
者及び/又は処理者がまだ
有効な許可を有しているこ
と。

✓ ✓ ✓

5．　現行規定に基づく有害
有毒廃棄物保管・処理文
書を有している。

排出され、さらに管理さ
れ、有害有毒廃棄物一時
保管場所に保管される有
害有毒廃棄物の収支(出入
記録）文書がある。

✓ ✓ ✓

満たしている
文書がある場合。

満たしていない
文書がない場合。

6．　有害有毒廃棄物は、
環境林業省及び運輸総局
からの許可を有する者に
対してのみ販売/譲渡が認
められる。

1．　有害有毒廃棄物一時
保管場所から運搬済みの
有害有毒廃棄物発送マニ
フェストがある。

✓ ✓ ✓

満たしている
文書がある場合。

満たしていない
文書がない場合。

2．　関連機関への3か月ご
との有害有毒廃棄物発送
マニフェスト定期報告書が
ある。

✓ ✓ ✓

3．　マニフェスト内と協力
文書の有害有毒廃棄物受
け入れ者の適合性

✓ ✓ ✓

3.6　火災と災害の制御
プランテーション事業者は
火災の防止・対策及び災
害対策を行わなければな
らない。（I, B, P)

1．　用地火災の防止・対策
のためのSOPを有している

1．　プランテーション事業
者の運営エリアにおいて火
入れ活動があってはならな
い旨のマネージメントが承
認した書面の政策を記載し
たSOPがある。

✓ ✓ ✓

満たしている
SOPと周知文書がある場
合。

満たしていない
SOPと周知文書がない場
合。



2．　プランテーション事業
者の全レベルの者、労働
者、大衆に対しプランテー
ション事業者の運営エリア
において火入れ活動が
あってはならない旨を表明
した周知記録がある。

✓ ✓ ✓

3．　権限を有するプラン
テーション事業者のマネー
ジメントが承認した火災の
防止、対策及び制御につ
いて記載した手続きSOPを
有し、農園消防チームによ
る手続き受理証の証拠が
ある。

✓ ✓ ✓

2．用地火災防止と対策が
可能な人材を有している。

1．　権限を有する機関から
火災防止・対策研修を受け
た火災対策チーム/ユニッ
トがある。

✓ ✓ ✓

満たしている
文書がある場合。

満たしていない
文書がない場合。

2．　定期火災防止・対策研
修文書がある。

✓ ✓ ✓

3．　法令に基づく火災制御
インフラ設備を有している。

1．　法令に基づく火災制御
インフラ設備文書がある。

✓ ✓ ✓

満たしている
文書がある場合。

満たしていない
文書がない場合。

2．　火災制御/対策インフ
ラ設備用の定期的更新・
チェックを実施している。

✓ ✓ ✓

4．　用地火災防止・対策用
の予算を確保している。

火災防止・対策用の予算
がある。

✓ ✓ ✓

満たしている
予算がある場合。

満たしていない
予算がない場合。

5．　火災防止、対策、モニ
タリング及び設備インフラ
保守の実施とそれらの報
告文書を有している

1．　火災防止、モニタリン
グ・対策実施文書がある。

✓ ✓ ✓

満たしている
文書がある場合。

満たしていない
文書がない場合。

2．　火災インフラ設備保守
文書がある。

✓ ✓ ✓

3．　火災防止・対策実施報
告書があり、関連機関に6
か月に1度報告している

✓ ✓ ✓



3.7保護地区と保護価値の
高いエリア
プランテーション事業者
は、法令に基づき保護地
区と保護価値の高いエリア
の特定、周知及び保護を
行うこと。（I, B, P)
付記：3.7に変更

1．　保護地区と保護価値
の高いエリアの特定結果
を有している。

1．　企業のコンセッション
エリアにおける保護地区と
保護価値の高いエリアの
特定結果文書がある。

✓
✓
✓

✓ ✓ ✓ ✓

満たしている
文書がある場合。

満たしていない
文書がない場合。

2．　保護地区と保護価値
の高いエリアに関する情報
が現在有効な法令に基づ
いており、プランテーション
事業者のマネージメントが
確認している。

✓
✓ ✓ ✓ ✓

2．　保護地区と保護価値
の高いエリアの維持のた
めのSOPを有している。

1．　保護地区と保護価値
の高いエリアの周知、管理
及びモニタリングメカニズ
ムに関するSOPがある。

✓ ✓ ✓

満たしている
SOPがある場合。

満たしていない
SOPがない場合。

2．　現在有効な法令と
SOPの適合性

✓ ✓

3．特定された保護価値の
高いエリアとその他の保護
地区の立地地図と管理計
画を有している。

1．特定結果文書に基づく
保護地区と保護価値の高
いエリア地図があり、プラ
ンテーション事業者のマ
ネージメントの承認を得て
いる。

✓ ✓

満たしている
地図がある場合。

満たしていない
地図がない場合。

2．　5万分の1以上の地図
が作成されている。

✓ ✓

3．　特定された保護価値
の高いエリアとその他の保
護地区の管理計画があ
る。

✓ ✓

4．　労働者と農園周辺住
民への保護地区と保護価
値の高いエリアの周知を
実施している。

1．　労働者と農園周辺住
民への保護地区と保護価
値の高いエリアの周知計
画文書がある。

✓ ✓

満たしている
文書がある場合。

満たしていない
文書がない場合。

2．　労働者と農園周辺住
民への定期的な保護地区
と保護価値の高いエリアの
定期的周知活動の証拠/
記録がある。

✓ ✓ ✓

5．保護地区と保護価値の
高いエリアの保護の枠組
みにおける活動の実施と
権限を有する機関への報
告をしている。

1．　特定結果文書に基づく
保護価値の高いエリアとそ
の他の保護地区管理記録
がある。

✓ ✓ ✓

満たしている
文書がある場合。

満たしていない
文書がない場合。



2．　1年に一度以上の保護
地区と保護価値の高いエ
リア管理活動モニタリング
結果記録がある。

✓ ✓ ✓

3．　保護地区と保護価値
の高いエリアの管理・モニ
タリング報告書があり、関
連政府機関に提出してい
る。

✓ ✓ ✓

3.7.1　生物多様性の保護
プランテーション事業者は
管理エリアにおける生物多
様性の保護を行うこと。（I,
B)

1．　生物多様性保護のた
めのSOPを有している。

生物多様性保護に関する
記録を記載したSOPがあ
る。

✓ ✓ ✓

満たしている
SOPがある場合。

満たしていない
SOPがない場合。

2．　プランテーション事業
開始前と開始後の(環境文
書からの）農園と農園周辺
における優先動植物リスト
を有している。

1．　プランテーション活動
実施前に農園での保護動
植物リストがある。

✓ ✓

満たしている
文書がある場合。

満たしていない
文書がない場合。

2．　農園と農園周辺の優
先動植物モニタリング計画
がある。

✓ ✓

3．　モニタリング結果に基
づく農園と農園周辺の優先
動植物リストに関する最新
文書がある。

✓ ✓

3．　野生動植物保護と保
全を担当する機関に提出
の優先動植物存在報告書
がある。

最新の優先動植物存在報
告書がある。

✓ ✓ ✓

満たしている
文書がある場合。

満たしていない
文書がない場合。

4．　保護する動植物があ
る場合、優先動植物の存
在について周辺住民に周
知を実施している。

1．　保護する動植物があ
る場合、優先動植物の存
在についての周辺住民へ
の周知計画文書がある。

✓ ✓ ✓

満たしている
文書がある場合。

満たしていない
文書がない場合。

2．優先動植物の存在に関
する周辺住民への定期的
周知活動の証拠/記録が
ある。

✓ ✓ ✓

5．　優先動物及び/又は野
生動物によるインシデント
が見つかった場合の対
応。

1．　優先動物及び/又は野
生動物によるインシデント
が見つかった場合の対応
記録がある。

✓ ✓ ✓

満たしている
文書がある場合。

満たしていない
文書がない場合。

2．　現地天然資源保全機
関への対応記録報告の証
拠がある。

✓ ✓ ✓



3.7.2　水源及び水質の保
全（I, B, P)

1．　水源・水質の特定、管
理、維持のためのSOPと水
域地図を有している。

1．　現行規定に基づく水
源・水質の特定、管理及び
維持実施手順を定めた
SOPがある。

✓ ✓ ✓

満たしている
SOPがある場合。

満たしていない
SOPがない場合。

2．　水域所在地を示す地
図を具備した水源特定結
果がある。

✓ ✓ ✓

2．　地表水の水質モニタリ
ングプログラムを有してい
る。

定期的な地表水の水質モ
ニタリングプログラム文書

✓ ✓

満たしている
文書がある場合。

満たしていない
文書がない場合。

3．水管理、水源維持及び
水質計測文書を有してい
る。

1．　法規に基づくプラン
テーションエリアの水源管
理・維持、水質計測プログ
ラム文書がある。

✓ ✓

満たしている
文書がある場合。

満たしていない
文書がない場合。

　

2．　定期的な認定検査機
関での水質試験結果を通
じた水の管理、水源の維
持と水質の計測の適用記
録/証拠がある。

✓ ✓ ✓ ✓

3.7.3　侵食の可能性が高
い地区の保全
プランテーション事業者
は、法令に基づき侵食の
可能性が高い土地の保全
と回避を行うこと。（I, B, P)

1．　侵食の可能性が高い
地区の保全のためのSOP
を有している。

侵食の可能性が高い地区
の特定手順を定めたSOP
と現行規定に基づく保全計
画がある。

✓ ✓

満たしている
SOPがある場合。

満たしていない
SOPがない場合。

2．　地形・河川分布地図を
有している。

1．最新のプランテーション
エリアの地形地図がある。

✓ ✓ ✓

満たしている
地図がある場合。

満たしていない
地図がない場合。

2．　侵食の可能性が高い
エリア地図がある。

✓ ✓

3．侵食の可能性が高い地
区の保全実施文書があ
る。

1．　侵食の可能性が高い
地区の保全プログラム文
書がある。

✓ ✓ ✓

満たしている
文書がある場合。

満たしていない
文書がない場合。

2．　侵食の可能性が高い
地区の保全活動記録

✓ ✓ ✓

3.8　温室効果ガス削減
プランテーション事業者は
温室効果ガス排出源の目
録化と削減を行うこと。（I,
B, P)

1．　温室効果ガス排出削
減のためのSOPを有してい
る。

1．　温室効果ガス排出源
の特定手順に関するSOP
がある。

✓ ✓ ✓

満たしている
SOPと温室効果ガスの計
算がある場合。

満たしていない
SOPと温室効果ガスの計
算がない場合。



2．　現行ルールとレファレ
ンスに基づく温室効果ガス
の計算、データソースの特
定、最新の排出係数の利
用に関するSOPがある。

✓ ✓ ✓

2．　温室効果ガス排出源
の目録を有している。

1．　温室効果ガス排出源
目録化の結果文書があ
る。

✓ ✓ ✓

満たしている
関連文書・データがある場
合。

満たしていない
関連文書・データがない場
合。

2．　温室効果ガス計算用
の関連データがある。

✓ ✓ ✓

3．　温室効果ガス計算結
果を有している。

データソースと現行レファ
レンスに基づく正しい温室
効果ガス計算結果文書が
ある。

✓ ✓ ✓

満たしている
文書がある場合。

満たしていない
文書がない場合。

4．　土地の履歴文書を有
している。

最新のISPO温室効果ガス
計算ツールに記載の作付
年からの土地の変化分析
文書がある。

✓ ✓ ✓

満たしている
文書がある場合。

満たしていない
文書がない場合。

5．　温室効果ガス削減文
書を有している。

1．　最新の温室効果ガス
削減プログラムがある。

✓ ✓

満たしている
文書と記録がある場合。

満たしていない
文書と記録がない場合。

2．　温室効果ガス削減プ
ログラム活動記録がある。

✓ ✓ ✓

3.9　プランテーション事業
者が自然林と泥炭地の保
護を行っている。（I, B, P)

1．　現行法令に基づき、新
規農園開発が自然林と泥
炭地の開墾を行わない旨
を示す文書がある。

1．　農園運営エリアと自然
林とのハーモナイズドマッ
プ

✓ ✓ ✓ ✓

満たしている
文書がある場合。

満たしていない
文書がない場合。

2．　プランテーションエリア
/工場と最新版の新規許可
発給保留指定域地図の
ハーモナイズドマップ

✓ ✓ ✓ ✓

3．　プランテーション事業
者が森林と泥炭地の開墾
を行わない旨の記録があ
る。

✓ ✓ ✓ ✓

2．　森林と泥炭地の保護
実施記録がある。

1．　最新の新規許可発給
保留規程にある森林地区
と泥炭地区の保護に関連
するプランテーション事業
者の政策文書があり、トッ
プマネージメントの署名が
ある。

✓ ✓ ✓

満たしている
文書がある場合。

満たしていない
文書がない場合。



2．　泥炭地区管理・保護手
順に関するSOPがある。

✓ ✓ ✓

3．　泥炭地区管理・保護手
順に関するSOP適用記録
がある。

✓ ✓ ✓

4 労務的責任
4.1　労働安全衛生
労働安全衛生システムの
適用（I, B, P)

1．　緊急事態、自然災害、
事故対応を含む、職場環
境における政策、手続き及
び十分なリソースをカバー
した労働安全衛生記録を
有する。

1．　最新の労働安全衛生
政策があり、トップマネージ
メントが署名している。

✓ ✓

満たしている
労働安全衛生政策文書が
あり、周知されている場
合。

満たしていない
労働安全衛生政策文書が
なく、周知されていない場
合。

2．　緊急事態、自然災害、
事故対応労働安全衛生適
用に関連する労働安全政
策と労働安全衛生SOPに
関する全労働者、マネージ
メント請負労働者への周知
の証拠がある。

✓ ✓ ✓ ✓

2．　緊急対応組織とシステ
ムを有している。

1．　マネージメントが承認
した緊急対応組織構成が
ある。

✓ ✓ ✓

満たしている
組織構成文書とSOPがあ
る場合。

満たしていない
組織構成文書とSOPがな
い場合。

2．　緊急対応組織チーム
の緊急事態対応手続きに
対する理解

✓ ✓

3．　事前準備と緊急対応
のためのSOPがある。

3．　定期検査を行い、必要
時にアクセスしやすい場所
に配置された(自然災害と
火災）緊急対応設備インフ
ラがある。

1．　現行法令に基づき、プ
ランテーション事業者、特
にアブラヤシ工場の運営
地域に消火設備インフラが
ある。

✓ ✓ ✓ ✓

満たしている
現行法令に基づく消火設
備インフラを有している場
合。

満たしていない
現行法令に基づく消火設
備インフラを有していない
場合。

2．　避難設備がある。 ✓ ✓
3．　現行法令に基づき消
火設備インフラ数が十分で
ある。

✓ ✓ ✓

4．　アクセスしやすい消火
設備インフラの配置。

✓ ✓



5．　種類と規程に応じた消
火設備インフラの保守及び
/又は交換プログラムと実
績がある。

✓ ✓ ✓

4．　法令に基づき十分な
人員数の労働安全衛生組
織が結成されている。

1．　労働安全衛生育成委
員会人員に応じた関連機
関による労働安全育成委
員会チーム承認決定書が
ある。

✓ ✓ ✓ ✓

満たしている
最新の労働安全衛生育成
委員会チーム承認決定書
有している場合。

満たしていない
最新の労働安全衛生育成
委員会チーム承認決定書
を有していない場合。

2．　現行要件に基づき最
新の労働安全衛生専門家
資格を有する労働安全衛
生育成委員会事務局長を
有する。

✓ ✓ ✓

3．　労働安全衛生実施モ
ニタリングのための労働安
全衛生育成委員会会議結
果記録と適用が必要な労
働安全衛生調整の証拠が
ある。

5．　マネージメントと労働
者に周知するリスクの特定
結果と適用計画

1．　能力を有する担当者
によるプランテーション事
業者における各運営活動
のリスク特定結果と管理計
画がある。

✓ ✓ ✓

満たしている
文書がある場合。

満たしていない
文書がない場合。

2．　能力を有する担当者
によるプランテーション事
業者における各運営活動
のリスク特定結果と管理計
画がある。

✓ ✓ ✓

3．　全レベルの労働者用
のリスク特定結果とリスク
管理計画に関する周知の
証拠がある。

✓ ✓ ✓

4．　全労働者が自らの部
署の労働安全衛生リスクを
十分理解している。

✓ ✓ ✓

5．　全ての労働安全衛生
リスク特定結果実施の証
拠がある。

✓ ✓ ✓

6．　特定済みのリスクポテ
ンシャルに基づき戦略的な
場所に労働安全衛生指示
を配置している。

1．　リスクの種類に応じ、
リスクが特定された場所に
危険マークがある。

✓ ✓

満たしている
危険マークがあり、明確か
つ維持されている場合。

満たしていない
危険マークがなく、明確か
つ維持されていない場合。



2．　マーク付与が危険マー
ク設置に関する現行規程
を満たしている。

✓ ✓

7．　プランテーション事業
者が全従業員向けに定期
健康診断、特定リスクのあ
る労働者に特別健康診断
を実施している。診断結果
を評価し、業務により病気
となった労働者が見つかっ
た場合には十分フォロー
アップを行っている。

1．　定期健康診断と特定リ
スクのある労働者の特別
健康診断を行うべき労働
者リストがあり、最新の状
態にしている。

✓ ✓ ✓

満たしている
定期健康診断と特定リスク
のある労働者の特別健康
診断を行うべき労働者リス
ト文書がある場合。

満たしていない
定期健康診断と特定リスク
のある労働者の特別健康
診断を行うべき労働者リス
ト文書がない場合。

2．　既存のリストに基づく
定期健康診断と特定リスク
のある労働者の特別健康
診断実施の証拠がある。

✓ ✓ ✓ ✓

3．　現行法令に基づく特別
担当者による定期診断実
施と検査結果のフォロー
アップの証拠がある。

✓ ✓ ✓ ✓

4．　定期健康診断と特定リ
スクのある労働者の特別
健康診断実施結果のフォ
ローアップの証拠がある。

✓ ✓ ✓

5．　火災防止システムを扱
うための資格を有する火災
対応労働安全衛生専門家
がいる。

✓ ✓ ✓

8．　全労働者が十分な労
働安全衛生研修を受けて
いる。

1．　全レベルの労働者向
けに定期労働安全衛生研
修プログラムがある。

✓ ✓ ✓

満たしている
定期的かつ最新の労働安
全衛生研修計画文書があ
る場合。

満たしていない
定期的かつ最新の労働安
全衛生研修計画文書がな
い場合。

2．　既存の研修プログラム
に応じた全労働者向けの
労働安全衛生研修の証拠
がある。

✓ ✓ ✓



9．　プランテーション事業
者が各労働者に対しその
用途に応じた十分な防護
具を提供している。

1．　特定したリスクに応じ
労働者用の十分な防護具
がある。

✓ ✓ ✓

満たしている
労働者が業務リスクに応じ
た防護具を利用している場
合。

満たしていない
労働者が業務リスクに応じ
た防護具を利用していない
場合。

2．　防護具メーカーからの
耐用年数に応じた防護具
交換プログラムがある。

✓ ✓ ✓ ✓

3．　業務リスクに応じた労
働者への防護具供与の証
拠としての記録がある。

✓ ✓ ✓

4．　防護具の破損に対応
するために全業務用の防
護具がある。

10．　労働局への3か月ご
との労働安全衛生適用報
告書

1．　現行法令に基づく労働
安全衛生プログラム適用
報告書がある。

✓ ✓ ✓ ✓

満たしている
計画に基づく労働安全衛
生プログラム適用報告文
書が完全にある場合。

満たしていない
計画に基づく労働安全衛
生プログラム適用報告文
書に不備がある場合。

2．　現地労働局への3か月
ごとの労働安全衛生適用
報告書の提出記録と報告
書受理の証拠がある。

✓ ✓ ✓

4.2　雇用関係に関する事
務要件の充足（I, B, P)

1．　労働者の採用のため
のSOPを有し、採用プロセ
スにおいて採用費用を労
働者に負担させず、文書
の取り上げを行っていな
い。

1．　労働者の採用手順、
すべての種類の業務向け
の採用労働者要件、児童
労働者利用の禁止、業務
における差別の禁止を記
載した採用のためのSOP
がある。

✓ ✓ ✓

満たしている
労働者の採用及びその要
件に関するSOPがある場
合。

満たしていない
労働者の採用及びその要
件に関するSOPがない場
合。

2．　プランテーション事業
者と労働者エージェント(採
用エージェントを利用の場
合）が、労働者に費用徴収
をしていない。

✓ ✓ ✓

満たしている
文書がある場合。

満たしていない
文書がない場合。



3．　プランテーション事業
者と労働者エージェント(採
用エージェントを利用の場
合）が、現行規程で正当化
できる理由がある場合を除
き、労働者の保有する原本
文書を取り上げていない。

✓ ✓ ✓

4．　すべてのレベルの労
働者向けの労働者の採用
とその要件を公開してい
る。

✓ ✓ ✓

2．　プランテーション事業
者が運営活動を行う上で
あらゆる形態の強制労働
や奴隷労働を禁じている旨
の書面による政策がある。

1．　プランテーション事業
者が運営活動を行う上で
あらゆる形態の強制労働
や奴隷労働を禁じている旨
のプランテーション事業者
トップマネージメントが署名
をした政策文書がある。

✓ ✓ ✓ ✓

満たしている
あらゆる形態の強制労働
や奴隷労働を禁じている旨
の政策文書がある場合。

満たしていない
あらゆる形態の強制労働
や奴隷労働を禁じている旨
のがない場合。

2．　プランテーション事業
者が、プランテーション事
業者のすべてのレベルの
労働者、請負労働者、周辺
住民にあらゆる形態の強
制労働や奴隷労働を禁じ
ている旨の政策の周知とコ
ミュニケーションを行ってい
る。

✓ ✓ ✓ ✓

3．　運営活動における強
制労働や奴隷労働がな
い。

✓ ✓

3．　労働者が現行労働法
に基づく休憩時間と休暇の
権利を有している。

1．　現行労働法に基づく休
憩時間と休暇の権利を定
めた書面のルールがある。

✓ ✓ ✓

満たしている
現行法規に基づく休憩時
間と休暇の権利を定めた
プランテーション事業者規
程がある場合。

満たしていない
現行法規に基づく休憩時
間と休暇の権利を定めた
プランテーション事業者規
程がない場合。

2．　現行法規に基づく休憩
時間と休暇の権利を定め
たルールの実績を示した
文書がある。

✓ ✓ ✓



3．　現行法規に基づく休憩
時間と休暇の権利に関す
る規程の周知記録がある。

✓ ✓ ✓

4．　現行法規に基づく休憩
時間と休暇の権利に関す
るプランテーション事業者
規程の適用記録がある。

✓ ✓ ✓

4．　各労働者が現行労働
規定に基づき雇用関係文
書の写しを有している。

1．　少なくとも下記の情報
を内容とする雇用関係文
書がある：
a.　企業名と住所
b.　労働者名、性別、年齢、
住所
c.　役職又は業務の種類
d.　業務範囲
e.　賃金額、手当及び支払
い方法
f.　プランテーション事業者
規則と有効な罰則
g.　労働者と企業の権利と
義務
h.　雇用契約書の有効期
間
i.　雇用契約書作成日
j.　両者(労働者と企業)の
署名

✓ ✓ ✓

満たしている
要件に基づく雇用契約文
書がある場合。

満たしていない
要件に基づく契約文書が
ない
又は
雇用契約文書はあるが、
要件に基づいていない場
合。

2．　全労働者が両者の署
名した雇用関係文書の写
しを有している。

✓ ✓ ✓

5．　外国人労働者を利用
するプランテーション事業
者が、外国人労働者利用
計画、外国人労働者利用
許可を示し、外国人労働者
利用関連規程を遵守して
いる。

1．　外国人労働者利用計
画文書がある(外国人労働
者がいる場合）。

✓ ✓ ✓ ✓

満たしている
外国人労働者利用計画文
書がある場合。(外国人労
働者がいる場合）。

満たしていない
外国人労働者利用計画文
書がない場合。(外国人労
働者がいる場合）。

2．　外国人労働者利用許
可文書がある。

✓ ✓ ✓ ✓



6．　全ての恒久的業務が
有期雇用労働者や日雇い
労働者により実施されてい
てはならない。継続して6か
月を超えた日雇い労働者
は無期雇用労働者として
いること。

1．　下記に関する情報を
内容とする労働者リストが
ある：
a.　労働者の個人プロ
フィール（名前、出生時期、
出生地、住民証カードに基
づく正式な住所、宗教、勤
務開始日）
b.　雇用関係のステイタス
種類

✓ ✓ ✓ ✓

満たしている
要件に応じ、労働者リスト
と完全な労働者プロフィー
ルに関する情報がある場
合。

満たしていない
要件に応じ、労働者リスト
と完全な労働者プロフィー
ルに関する情報がない場
合。

2．　雇用関係の種類に基
づく過去6か月間の労働者
の完全な出勤簿

✓ ✓ ✓

3．　法令に基づく、有期雇
用労働者と日雇い労働者
を含む日払い労働者の任
命の証拠

✓ ✓ ✓

7．　1年に1度、現地労働
局に労働データ情報とその
推移を報告している。

1．　プランテーション事業
者が現行ルールに基づく
書式により、定期的に労働
事情及びその推移に関す
る報告書を作成している証
拠がある。

✓ ✓ ✓

満たしている
現行法に基づく労働事情と
その推移の定期報告書が
ある場合。

満たしていない
現行法に基づく労働事情と
その推移の定期報告書が
ない場合。

2．　現行規定に基づく報告
書の提出と受理の証拠

✓ ✓ ✓

4.3　労働者の福祉と能力
の向上
プランテーション事業者は
法令に基づき労働者の福
祉と能力の向上を行ってい
ること。（I, B, P）

1．　最低賃金に関する規
程の適用の証拠がある。

1．　賃金に関するプラン
テーション事業者の政策が
現行労働法に基づいてい
る。

✓ ✓ ✓

満たしている
賃金に関するプランテー
ション事業者の政策文書
がある場合。

満たしていない
賃金に関するプランテー
ション事業者の政策文書
がない場合。

2．　賃金に関するプラン
テーション事業者の政策の
周知

✓ ✓ ✓

3．　最低賃金の実施が現
行規定に基づいている。

✓ ✓ ✓ ✓



2．　所定の標準給与シス
テムがある。

1．　プランテーション事業
者における給与に関する
SOPがある。

✓ ✓ ✓

満たしている
プランテーション事業者に
おける給与に関するSOP
がある場合。

満たしていない
プランテーション事業者に
おける給与に関するSOP
がない場合。

2．　例外なき給与に関する
SOPの適用

✓ ✓ ✓

3．　労働者福祉のための
設備インフラがある。

1．　労働者と労働者の家
族の福祉と快適のために
プランテーション事業者が
保有する（実体的・非実体
的）設備インフラがある。

✓ ✓ ✓ ✓

満たしている
(実体的・非実体的)設備イ
ンフラと保守リストがある場
合。

満たしていない
(実体的・非実体的)設備イ
ンフラと保守リストがない
場合。

2．　労働者福祉のための
設備インフラの保守・修繕
プログラム

✓ ✓ ✓ ✓

3．　設備インフラ破損にか
かる労働者/労働者の家
族の苦情のフォローアップ

✓ ✓ ✓ ✓

4．　法令に基づく国家社会
保障制度プログラムへの
労働者加入のための政策
がある。

1．　現行労働法に基づく国
家社会保障制度プログラ
ムに関するプランテーショ
ン事業者の政策文書

✓ ✓ ✓ ✓

満たしている
国家社会保障制度プログ
ラムに関するプランテー
ション事業者の政策文書
がある場合。

満たしていない
国家社会保障制度プログ
ラムに関するプランテー
ション事業者の政策文書
がない場合。

2．　所定の国家社会保障
制度プログラムの周知

✓ ✓ ✓

5．　労働・健康社会保障実
施機関プログラム加入従
業員リスト

1．　労働・健康社会保障実
施機関プログラム加入従
業員に関連する最新情報

✓ ✓ ✓

満たしている
社会保障実施機関プログ
ラム加入従業員文書があ
る場合。

満たしていない
社会保障実施機関プログ
ラム加入従業員文書がな
い場合。



2．　正社員（無期雇用労働
者）と日雇い労働者の労
働・健康社会保障実施機
関プログラム支払い証

✓ ✓ ✓

3．　労働・健康社会保障実
施機関実施調整証明

✓ ✓ ✓

6．　残業は労働者の受け
入れ態勢に基づき、現行
労働法で定められた時間
の限度を超えてはならな
い。

1．　現行労働法規に基づく
残業のためのSOP/メカニ
ズムがある。

✓ ✓ ✓ ✓

満たしている
残業用のSOP/メカニズム
文書がある場合。

満たしていない
残業用のSOP/メカニズム
文書がない場合。

2．　全労働者と請負労働
者への残業のためのSOP/
メカニズムの周知とコミュ
ニケーション

✓ ✓ ✓

3．　全レベルの労働者に
残業のためのSOP/メカニ
ズムを一貫して適用

✓ ✓ ✓

7．　所定の業務目標が労
働者と関連設備の能力に
応じていること。

1．　業務分野に応じた労
働者用の業務目標文書

✓ ✓ ✓

満たしている
労働者用の業務目標文書
がある場合。

満たしていない
労働者用の業務目標文書
がない場合。

2．　業務目標達成に関連
する表彰と罰則適用システ
ム

✓ ✓ ✓ ✓

3．　労働者が表彰と罰則
適用システムを含む所定
の業務目標を理解し受け
入れている。

✓ ✓ ✓ ✓

4．所定の業務目標達成の
枠組みにおけるパフォーマ
ンス向上のために設備イン
フラが供与されている。

✓ ✓ ✓ ✓

4.4　児童労働者の利用と
業務上の差別
プランテーション事業者は
法令に基づき未成年の雇
用と差別が禁じられる。（I,
B, P)

1．　労働者の苦情・不平不
満文書がある。

1．現行労働法に基づく未
成年雇用禁止に関連する
プランテーション事業者の
政策文書

✓ ✓ ✓

満たしている
18歳未満の子供の雇用禁
止に関連するプランテー
ション事業者の政策文書
がある場合。

満たしていない
18歳未満の子供の雇用禁
止に関連するプランテー
ション事業者の政策文書
がない場合。



2．　全レベルの労働者と
請負労働者への現行労働
法に基づく未成年雇用禁
止に関連するプランテー
ション事業者の政策文書
周知記録がある。

✓ ✓ ✓

3．　名前、学歴、役職、出
生地と生年月日などに関
する情報を記載した従業
員リスト記録がある。

✓ ✓ ✓ ✓

4．　子供に危険な作業場
所周辺に子供がいることを
禁じるマークがあり、全労
働者とその家族が把握し
ている。

✓ ✓ ✓ ✓

2．労働の機会を得るため
の同等の機会と待遇に関
する政策の適用

1．　法令に基づき、人種、
肌の色、性別、宗教、年
齢、社会的ステイタスによ
り労働者を差別しない旨の
プランテーション事業者の
政策文書

✓ ✓ ✓

満たしている
法令に基づき、人種、肌の
色、性別、宗教、年齢、社
会的ステイタス、障害、そ
の他の動機により労働者
を差別しない旨のプラン
テーション事業者の政策文
書がある場合。

満たしていない
法令に基づき、人種、肌の
色、性別、宗教、年齢、社
会的ステイタス、障害、そ
の他の動機により労働者
を差別しない旨のプラン
テーション事業者の政策文
書がない場合。

2．　人種、肌の色、性別、
宗教、年齢、社会的ステイ
タス、障害により労働者を
差別しない旨のプランテー
ション事業者の政策文書
の周知

✓ ✓ ✓

3．　労働政策を周知し、全
レベルの労働者が把握

✓ ✓ ✓

3．　労働者の苦情・不平不
満文書がある。

1．　労働者の苦情・不平不
満受付・処理手続きがあ
る。

✓ ✓ ✓

満たしている
労働者の苦情・不平不満
文書がある場合。

満たしていない
労働者の苦情・不平不満
がない場合。

2．　労働者の苦情・不平不
満受付・処理手続き記録
がある。

✓ ✓ ✓ ✓



4．　労働者が同僚やプラ
ンテーション事業者から肉
体的であれ精神的であれ
あらゆる形態のハラスメン
ト、脅迫、暴力から解放さ
れていること。

1．　同僚やプランテーショ
ン事業者からの肉体的・精
神的なハラスメント、脅迫、
暴力に関する労働者の苦
情・不平不満メカニズム文
書がある。

✓ ✓ ✓

満たしている
苦情とそのメカニズム文書
がある場合。

満たしていない
苦情とそのメカニズム文書
がない場合。

2．　労働者の苦情・不平不
満メカニズムが全レベルの
労働者に周知され、把握さ
れている。

✓ ✓ ✓ ✓

4.5　労働組合設立ファシリ
テーション
プランテーション事業者が
労働者の権利のために闘
う枠組みにおける労働組
合の設立ファシリテーショ
ンを行っている（I, B, P)

1．　労働組合設立及びプ
ランテーション事業者と労
働組合との会合記録があ
る。

1．　労働組合設立文書が
ある。

✓ ✓ ✓

満たしている
労働組合設立文書と会合
結果文書がある場合。

満たしていない
労働組合設立文書と会合
結果文書がない場合。

2．　プランテーション事業
者と労働組合との会合記
録がある。

✓ ✓ ✓

3．　労働組合内部会合記
録がある。

✓ ✓ ✓

2．　労働組合関連政策を
有し、適用している。

1．　労働組合の設立のた
めに労働者に免除を与え、
労働組合活動のために労
働者に便宜を供与するた
めのコミットメントに関する
プランテーション事業者の
政策

✓ ✓ ✓

満たしている
労働組合に関連するプラン
テーション事業者の政策文
書がある場合。

満たしていない
労働組合に関連するプラン
テーション事業者の政策文
書がない場合。

2．　全レベルの労働者と
請負業者向けの政策周知
の証拠がある。

✓ ✓ ✓

3．　労働組合の組合員と
なった労働者リストを有し
ている。

労働組合の組合員となっ
た労働者リストがあり、最
新のものとなっている。

✓ ✓ ✓

満たしている
労働組合の組合員となっ
た労働者リストがある場
合。

満たしていない
労働組合の組合員となっ
た労働者リストがない場
合。



4．　労働者が労働組合を
含め、明確なメカニズムを
通じて意見や不平不満を
伝える権利を有している。

1．　労働組合を通じた意
見・不平不満通知のため
の記録されたメカニズムが
ある。

✓ ✓ ✓

満たしている
意見・不平不満通知のた
めのメカニズム文書がある
場合。

満たしていない
意見・不平不満通知のた
めのメカニズム文書がない
場合。

2．　労働者が意見・不平不
満通知のためのメカニズム
を把握している。

✓ ✓ ✓ ✓

5．　労働者が労働者組織
や組合を設立又は加入す
る権利を有している。

1．　プランテーション事業
者が集会、労働者組織や
組合設立・加入政策を有し
ている。

✓ ✓ ✓

満たしている
労働者組織や組合に加入
するための労働者の権利
記録がある場合。

満たしていない
労働者組織や組合に加入
するための労働者の権利
記録がない場合。

2．　プランテーション事業
者が政策関連の周知を行
い、労働者が権利を把握し
ている。

✓ ✓ ✓

4.6　プランテーション事業
者が労働者と従業員協同
組合設立の促進とファシリ
テーションを実施している
（I, B, P)

1．　協同組合設立を支え
るための政策を有してい
る。

1．　協同組合設立を支え、
設立便宜を供与するため
の政策文書

✓ ✓ ✓

満たしている
協同組合設立を支え、便
宜供与をするための政策
文書がある場合。

満たしていない

協同組合設立を支え、便
宜供与をするための政策
文書がある場合(訳注：原
文通り）。

2．　政策の周知と全労働
者による政策の把握

✓ ✓ ✓

2．　協同組合設立文書を
有している。

1．　労働者・従業員協同組
合が年次組合員会議を実
施している。

✓ ✓ ✓

満たしている
年次組合員会議実施文
書・記録文書がある場合。

満たしていない
年次組合員会議実施文
書・記録がない場合。

2．　設立した協同組合が、
設立証書、定款、綱領を有
していること。

✓ ✓ ✓



3．　プランテーション事業
者が労働者・従業員協同
組合の育成と支持を行って
いる。

✓ ✓ ✓

4．　労働者・従業員協同組
合が実際の活動を有して
いる。

✓ ✓ ✓ ✓

3．　協同組合組合員となっ
ている労働者と従業員リス
トを有している。

協同組合組合員となってい
る労働者の最新のリスト

✓ ✓ ✓

満たしている
協同組合組合員となってい
る労働者リストがある場
合。

満たしていない
協同組合組合員となってい
る労働者リストがない場
合。

5
社会的責任と市民経済のエン
パワーメント

5.1　コミュニティーの社会
的責任
プランテーション事業者は
社会、コミュニティー及び地
元の知恵の振興にコミット
メントを有していること。（I,
B, P)

1．　周辺住民の福祉向上
プログラムを有している。

1．　プランテーション事業
者が周辺住民（地元有力
者、慣習的名士、村長、そ
の他関係者）を参加させた
周辺住民の福祉向上のた
めの責任プログラムを特定
している。

✓ ✓ ✓ ✓

満たしている
周辺住民を関与させたプラ
ンテーション事業者責任プ
ログラム文書がある場合。

満たしていない
周辺住民を関与させたプラ
ンテーション事業者責任プ
ログラム文書がない場合。

2．　プログラム特定結果に
基づく周辺住民の福祉向
上プログラムがある。

✓ ✓ ✓ ✓

3．　企業責任の形として周
辺住民とともに1年毎に測
定可能な事業プログラムを
定めている。

✓ ✓ ✓ ✓

2．　コミュニティーの社会
的責任充足に関連する手
続きを有している。

下記の手続きがある：
1．　プランテーション事業
者の社会的責任プログラ
ムのポテンシャルを特定

✓ ✓ ✓

満たしている
責任充足関連手続き文書
がある場合。

満たしていない
責任充足関連手続き文書
がない場合。

2．　プランテーション事業
者の責任事業プログラム
の実施

✓ ✓ ✓

3．　プランテーション事業
者の責任実施のモニタリン
グ

✓ ✓ ✓



3．　教育、保健、道路開
発、農業、生産的事業、ス
ポーツ、芸術文化、宗教な
ど各種活動を通じた農園
周辺における開発を実施し
ている。

1．　住民福祉向上プログラ
ムに基づく農園周辺におけ
る開発活動の実体的証拠
と文書がある。

✓ ✓ ✓ ✓

満たしている
農園周辺における文書と
実体的証拠がある場合。

満たしていない
農園周辺における文書と
実体的証拠がない場合。

2．　1年に1度プランテー
ション事業者の責任プログ
ラム実施をモニタリングし
ている（政令2012年第47号
第6条の会社年次報告書
規程に基づく）

✓ ✓ ✓

3．　翌年のプログラム向上
のためのプログラム実施
効果の評価を行っている。

✓ ✓ ✓

4．　コミュニティーの社会
的責任プログラム（CSR)実
施報告書を有している。

コミュニティーの社会的責
任活動年次報告書の作成

✓ ✓

満たしている
CSR実施文書がある場
合。

満たしていない
CSR実施文書がない場
合。

5.2　慣習法コミュニティ/先
住民のエンパワーメント
プランテーション事業者が
法令に基づく慣習法コミュ
ニティー(いる場合）/先住
民の福祉向上のために役
割を果たしている。

1．　地元の知恵の保護プ
ログラムを有している。

1．　周辺住民と共にまだ
存在する知元の知恵を特
定している。

✓ ✓ ✓ ✓

満たしている
まだ存在する地元の知恵
の特定結果文書がある場
合。

満たしていない
まだ存在する地元の知恵
の特定結果文書がない場
合。

2．　まだ残っている地元の
知恵を保護するためにプラ
ンテーション事業者が行っ
ている取り組み。

✓ ✓ ✓ ✓

3．　地元の知恵保護プロ
グラム実施活動記録。

✓ ✓ ✓ ✓

2．　政府がその存在を認
めている慣習法コミュニ
ティ/先住民の福祉向上プ
ログラム

1．　政府がその存在を認
めている慣習法コミュニ
ティの福祉向上プログラム
リストがある。

✓ ✓ ✓

満たしている
慣習法コミュニティ福祉プ
ログラムリスト文書がある
場合。

満たしていない
慣習法コミュニティ福祉プ
ログラムリスト文書がない
場合。

2．　慣習法コミュニティの
福祉向上プログラム実施
の記録、実体的証拠と文
書

✓ ✓ ✓ ✓



5.3　地域事業振興
プランテーション事業者が
農園周辺住民に対し優先
的に物品・サービス購入/
調達の機会を与えている。

1．　プランテーション事業
者と第三者のパートナー
シップ

1．　第三者とのパートナー
シップ協力契約書がある。

✓ ✓

満たしている
プランテーション事業者と
第三者とのパートナーシッ
プ文書がある場合。

満たしていない
プランテーション事業者と
第三者とのパートナーシッ
プがない場合。

2．　パートナーシップ実施
関連の文書がある。

✓ ✓

2．　農園周辺住民からの
物品・サービス購入・調達
機会を向上させるための
地域事業振興プログラム
がある。

プランテーション事業者の
エリア内外での住民の地
域事業振興プログラムリス
ト

✓ ✓ ✓

満たしている
住民の地元事業振興プロ
グラムリストがある場合。

満たしていない
住民の地元事業振興プロ
グラムリストがない場合。

3．　物品/サービス調達に
おける地元住民との取引
文書がある。

プランテーション事業者エ
リア内外における住民の地
域事業振興プログラム実
施の実体的証拠と文書

✓ ✓ ✓

満たしている
地元住民との取引文書が
ある場合。

満たしていない
地元住民との取引文書が
ない場合。

6 透明性の適用
6.1　果房の出所がわか
る。（I, B, P)

1．　ISPO認証を有する果
房のサプライヤーと認証を
有さない者の出所を把握
するためのシステムを有し
ている。

第三者からの果房購入を
含め、すべてのサプライ
ヤー出所からの受け入れ
手順を明記したSOPがある
（合法的な出所からの購
入、サプライヤーリスク分
類の基準と設定を含む）

✓ ✓ ✓

満たしている
サプライヤーの出所システ
ムがある場合。

満たしていない
サプライヤーの出所システ
ムがない場合。

2．　アブラヤシ工場への果
房サプライヤー情報を有し
ている。

1．　最新の果房サプライ
ヤー名と果房の出所リスト
記録がある。

✓ ✓ ✓

満たしている
最新の果房サプライヤー
情報文書がある場合。

満たしていない
最新の果房サプライヤー
情報文書がない場合。

2．　アブラヤシ工場での果
房受け入れ記録文書があ
る。

✓ ✓ ✓

6.2　透明性のあるK index
の計算と関連データ

アブラヤシ工場が正当な
データと文書を提出してい
る。

1．K index構成要素記録が
ある。

✓ ✓ ✓

満たしている
記録がある場合。

満たしていない
記録がない場合。



2．　企業のK index計算の
ためのSOPがある。

✓ ✓ ✓

満たしている
SOPがある場合。

満たしていない
SOPがない場合。

6.3　公正で透明性のある
果房価格設定の適用（I, B,
P)

アブラヤシ工場が定期的
に果房サプライヤーに果
房価格の最新情報を提供
している。

1．プランテーション担当局
からの月間果房価格決定
書記録(過去1年分）があ
る。

✓ ✓ ✓

満たしている
記録がある場合。

満たしていない
記録がない場合。

2．用いる価格がパート
ナー以外の農家向けの場
合の価格設定のための
SOPがある。

✓ ✓ ✓

満たしている
SOPがある場合。

満たしていない
SOPがない場合。

3．　パートナー農家向けに
定められたSOPに基づく果
房価格計算記録がある。

✓ ✓ ✓

満たしている
記録がある場合。

満たしていない
記録がない場合。

4．　合意した契約に基づく
外部からの果房支払いの
証拠がある。

✓ ✓ ✓

満たしている
記録がある場合。

満たしていない
記録がない場合。

6.4　機密性のない情報の
公開と苦情処理
関連機関、その他のステー
クホルダーに対する、法令
で例外とされている情報以
外のデータと情報の提供
（I, B, P)

1．　法令に基づくステーク
ホルダーへの情報提供シ
ステムがある。

1．　例外とされておらず、
経済、環境、社会的な悪影
響をもたらさない情報の提
供のためのSOPがある。

✓ ✓ ✓ ✓

満たしている
SOPがある場合。

満たしていない
SOPがない場合。

2．　現行規定に基づくス
テークホルダーへの情報
提供文書を有している。

現行規程に基づきステーク
ホルダーに対し除外されて
いる情報提供文書がある。

✓ ✓ ✓ ✓

満たしている
文書がある場合。

満たしていない
文書がない場合。

3．　ステークホルダーから
の情報要請に対するレス
ポンス又は情報サービス
文書を有している。

ニーズに応じた、ステーク
ホルダーからの情報要請
に対するレスポンス又は情
報サービス文書がある。

✓ ✓ ✓ ✓

満たしている
文書がある場合。

満たしていない
文書がない場合。

4．　ステークホルダーから
の苦情処理システムと実
績

サプライチェーンシステム
における製品関連の苦情
を含む内部と外部からの
苦情処理のためのSOPが
ある。

✓ ✓ ✓

満たしている
文書がある場合。

満たしていない
文書がない場合。



5．　受益所有権文書を有
している。

プランテーション情報シス
テムを通じて提供されるプ
ランテーション企業からの
受益所有権の形での情報
文書がある。

✓ ✓ ✓

満たしている
文書がある場合。

満たしていない
文書がない場合。

6.5　贈収賄を示唆しうる行
為をしない旨のコミットメン
トを有している（I, B, P)

公衆に向けて周知済みの
正直で汚職のない事業倫
理コードを有し、宣言して
いる。

1．　事業の実施、資金洗
浄行為の防止と撲滅、汚
職犯罪の撲滅、汚職の防
止と撲滅倫理コードに関連
する政策があり、プラン
テーション事業者マネージ
メントが承認している。

✓ ✓ ✓

満たしている
倫理コードSOPがある場
合。

満たしていない
倫理コードSOPがない場
合。

2．　全レベルの労働者と
第三者に対し、倫理コード
に関連するメカニズムの宣
言及び/又は周知の証拠
がある。

✓ ✓ ✓

6.6　追跡可能なサプライ
チェーンシステムを有して
いる（I, P)

1．　サプライチェーンモデ
ルとシステムを設定し適用
している。

1．　サプライチェーンモデ
ルとシステム手続きの設定
の証拠がある。

✓ ✓ ✓

満たしている
文書と記録されたコミットメ
ントがあり、適用に関連す
る手続きがない（原文マ
マ）場合。

満たしていない
文書と記録されたコミットメ
ントがあり、適用に関連す
る手続きがない場合。

2．　アブラヤシ工場が適用
しているサプライチェーン
モデルの設定とモデル選
定適用に関連する手続き
に関する記録されたコミット
メントがある。

✓ ✓ ✓

3．　ISPO認証製品のク
レーム及びその他の逸脱
に対する不適合処理文書
及び/又は関連文書があ
る。

✓ ✓ ✓

満たしている
文書がある場合。

満たしていない
文書がない場合。



2．　少なくとも下記の情報
をカバーした売買取引文
書に完全な情報を有してい
る：
a.　販売者名と住所
b.　購入者名と住所
c.　発送先
d.　適用するサプライチェー
ンモデルの適合性を含む、
パーム原油、核油、殻、そ
の他の副産物などの製品
の特定
e.　発送する製品数量
f.　受け取る又は発送する
製品数量
g.　荷積及び発送日
h.　発送/運送記録
i.　ISPO認証状番号
j.　ISPO認証状有効期間
k.　固有ID番号

1．　契約書、計量記録/チ
ケット、荷積指示書、物品
発送レターを含む発送記
録といった購入取引文書
がある。

✓ ✓ ✓

満たしている
文書がある場合。

満たしていない
文書がない場合。

　

2．　契約書、計量記録/チ
ケット、荷積指示書、物品
発送レターを含む発送記
録といった販売取引文書
がある。

✓ ✓ ✓

満たしている
文書がある場合。

満たしていない
文書がない場合。

3．　セグリゲーションモデ
ルのサプライチェーンシス
テムの適用

1．　サプライチェーン全体
における生産、加工、保
管、発送の各段階におい
てISPO認証状がある製品
とない製品を物理的に分
離するための施設がある。

✓ ✓ ✓ ✓

満たしている
製品分離を支える施設が
ある場合。

満たしていない
製品分離を支える施設が
ない場合。

2．　サプライチェーンモデ
ルの変更時の施設洗浄記
録とISPO認証のない製品
分離記録がある。

✓ ✓ ✓ ✓

満たしている
記録がある場合。

満たしていない
記録がない場合。

3．汚染された製品処理の
フォローアップのための
SOPがある。

✓ ✓ ✓ ✓

満たしている
SOPがある場合。

満たしていない
SOPがない場合。

4．　保管施設、プロセス、
輸送において物理的分離
を立証する文書がある。

✓ ✓ ✓ ✓

満たしている
文書がある場合。

満たしていない
文書がない場合。



4．　マスバランスサプライ
チェーンシステムの適用

1．　下記の情報をカバー
する販売・購入するISPO認
証製品データがある：
a.　サプライヤーリスト
b.　材料納入記録
c.　生産記録
d.　保管記録
e.　発送記録
f.　購入者リスト

✓ ✓ ✓ ✓

満たしている
データがある場合。

満たしていない
データがない場合。

2．　ISPO認証製品数量が
認証状にある数量を超え
ていないことを確認（検査
と妥当性確認）するデータ
がある。

✓ ✓ ✓ ✓

満たしている
データがある場合。

満たしていない
データがない場合。

2.1　日間取引記録システ
ム（continous accounting
system)を利用する場合、
下記の規定に基づく定期
調整報告書がある：
a.　日間モニタリング（real
time)
b.　工場から顧客に発送す
るISPO認証製品数量が日
間記録ベースで生産した
数量を超えない
c.　凍結期間中に生産した
製品は、ISPO認証製品の
ステイタスにできない

✓ ✓ ✓ ✓

満たしている
データがある場合。

満たしていない
データがない場合。

2.2　定期取引記録システ
ム（fix inventory period)を
利用する場合、下記の規
定に基づく最高3か月の調
整報告書がある：
a.　出入するISPO認証製品
数量/重量が均衡
b.　調整期末にISPO認証
製品のマイナス在庫がな
い
c.　調整期末に超過記録が
ある場合、ISPO認証状が
有効である間、利用されて
いないプラス残高を次の調
整時期に移行し記帳が可
能。

✓ ✓ ✓ ✓

満たしている
データがある場合。

満たしていない
データがない場合。

5．　外注する活動の管理
メカニズムを有している。

1．　外注する活動の管理
のためのSOPがある。

✓ ✓ ✓

満たしている
SOPがある場合。

満たしていない
SOPがない場合。



2．　ISPO認証製品を物理
的に取り扱うすべての請負
業者との外注する活動、材
料所有ステイタスを含む合
意/契約文書がある。

✓ ✓ ✓

満たしている
合意/契約の証拠がある場
合。

満たしていない
合意/契約の証拠がない
場合。

3.  請負業者へのISPOサ
プライチェーンシステム周
知文書がある。

✓ ✓ ✓

満たしている
周知の証拠がある場合。

満たしていない
周知の証拠がない場合。

6．　実施するサプライ
チェーンシステム記録管理
メカニズムがあり、少なくと
も5年間確保されている。

1．　記録管理のための
SOPがある。

✓ ✓ ✓

満たしている
SOPがある場合。

満たしていない
SOPがない場合。

2．　少なくとも5年間保管さ
れているサプライチェーン
記録がある。

✓ ✓ ✓

満たしている
記録がある場合。

満たしていない
記録がない場合。

7．　サプライチェーンシス
テムの適用と維持ができる
人員を有している。

1．　ISPOサプライチェーン
システムに関与する人員
の能力要件基準と人員リ
ストがある。

✓ ✓ ✓

満たしている
データがある場合。

満たしていない
データがない場合。

2．研修需要計画がある。 ✓ ✓

満たしている
データがある場合。

満たしていない
データがない場合。

3．　研修実績がある。 ✓ ✓ ✓

満たしている
データがある場合。

満たしていない
データがない場合。

4．　研修結果の評価があ
る。

✓ ✓ ✓

満たしている
データがある場合。

満たしていない
データがない場合。

8．　サプライチェーンシス
テムの適用と維持のため
に十分なインフラを有して
いる。

1．　生産能力に応じた
ISPO認証製品保管能力レ
イアウトがある。

✓ ✓ ✓ ✓

満たしている
保管レイアウト文書がある
場合。

満たしていない
保管レイアウト文書がない
場合。



2．　検査刻印/較正済みの
計量インフラがある。

✓ ✓ ✓ ✓

満たしている
インフラと検査刻印データ
がある場合。

満たしていない
インフラと検査刻印データ
がない場合。

3．　サプライチェーンシス
テムを支える情報管理シス
テムがあり、実施されてい
る。

✓ ✓ ✓ ✓

満たしている
情報管理システムがある
場合。

満たしていない
情報管理システムがない
場合。

9．　ISPO認証製品の生
産・販売数量登録

1．　発送前のISPO認証状
発行認証機関へのISPO認
証製品取引報告記録があ
る。

✓ ✓ ✓

満たしている
報告記録がある場合。

満たしていない
報告記録がない場合。

2．　ISPO　ITシステムがあ
る場合、取引登録・報告は
発送前にそのITシステムで
実施していること。

✓ ✓ ✓

満たしている
登録されており、報告の証
拠がある場合。

満たしていない
登録されておらず、報告の
証拠がない場合。

7

持続的な事業の改善
プランテーション事業者と加工
ユニットは、持続的な生産向上
を支えるアクションプランの開
発と実施により、持続的な(技
術的、経済的、社会的、環境)
パフォーマンス向上の義務を
負う。

7.1　すべての法的文書の
有効期間のモニタリングと
更新のためのシステムを
有している。（I, B, P）

1．　下記を含みこれに限
定されない情報を内容とす
るプランテーション事業者
が保有するすべての法的
文書のリストを有している：
a.　文書名
b.　文書発行日
c.　文書の有効期間終了
日

1．　プランテーション事業
者の法的文書のモニタリン
グと更新メカニズムがあ
る。

✓ ✓ ✓

満たしている
法的文書リストがある場
合。

満たしていない
法的文書リストがない場
合。

2．　名前、発行日、有効期
間終了日を含む運営活動
の法的情報を示す文書リ
ストがある。

✓ ✓ ✓

3．　必要なすべての文書
に責任を負う人員がいる。

✓ ✓ ✓

2．　全ての法的文書がそ
れぞれの規定に基づきま
だ有効である。

1．　手続き中(更新又は最
初の発行)の法的文書の処
理計画と目標文書がある。

✓ ✓ ✓

満たしている
法的文書がまだ有効であ
る場合。

満たしていない
法的文書がなくすでに有効
でない場合。

2．　プランテーション事業
者のすべての法的文書に
責任を負う人員がいる。

✓ ✓ ✓



7.2　一定期間における測
定可能な社会的責任と市
民経済エンパワーメントプ
ログラムを有している。（I,
B, P)

1．　持続的な事業の原則
に基づきすべての運営活
動に対してプランテーショ
ン事業者が実施するマ
ネージメントレビュー文書
がある。

1．　持続的な事業の原則
に基づき、1年に1度以上、
定期的に、プランテーショ
ン事業者のすべての運営
活動をカバーし、承認され
たマネージメントレビュー文
書がある。

✓ ✓ ✓

満たしている
文書がある場合。

満たしていない
文書がない場合。

2．　ISPO研修に参加済み
の人員が実施したISPO内
部監査結果記録がある。

✓ ✓ ✓

2．　プランテーション事業
者が持続的な事業の原則
に基づき運営活動の改善
を行っている。

1．　ISPO内部監査結果に
基づく改善と予防措置記録
がある。

✓ ✓ ✓

満たしている
改善記録がある場合。

満たしていない
改善記録がない場合。

2．　関連機関の検査結果
のフォローアップ記録があ
る。

✓ ✓ ✓

3．　マネージメントレビュー
に基づく決定のフォロー
アップとしての改善記録が
ある。

✓ ✓ ✓

4．　内外の研究成果であ
る新技術適用記録がある。

✓ ✓ ✓ ✓

5．　ISPO監査内部改善、
マネージメントレビューの
各活動の評価がある。

✓ ✓ ✓ ✓

日本アセアンセンター　参考和訳

（注）法的効⼒を有するのはインドネシア語の法令⾃体であり、参考和訳はあくまでその理
解を助けるための参考資料です。本資料の利⽤に伴って発⽣した問題について，⼀切の責任
を負いかねますので、法律上の問題に関してはインドネシア語の法令を参照してください。



評価規範
義務 改善 文書レ

ビュー
インタ
ビュー

観察

1 法規の遵守 1.1　農家の適法性と管理

1．　土地証書、土地売買
証書、地権証、その他正当
な土地所有証明書を有し
ている。

(1)　土地証書、土地売買
証書、地権証及びその他
の土地所有証明書など、
地権（事業権、所有権証
書）を示せること。

✓ ✓ ✓ ✓

満たしている
農家が土地証書、土地売
買証書、地権証、その他正
当な土地所有証明書を有
している場合。

満たしていない
農家が土地証書、土地売
買証書、地権証、その他正
当な土地所有証明書を有
していない、
又は
地権者名が認証状申請者
名と合致しない。
管理する土地の面積が地
権内の面積を超えていな
い。

(2)　手続き中の地権は、手
続きレター/文書を示せる
こと。

✓ ✓ ✓ ✓

(3)　地権者名（事業権証
書、所有権証書）が認証ユ
ニット名と合致している。

✓ ✓ ✓ ✓

(4)　地権(事業権証書、所
有権証書)面積が栽培用の
プランテーション事業登録
証書を超えてはならない。

✓ ✓ ✓ ✓

(5)　運営面積が地権(事業
権証書、所有権証書）に合
致している。

✓ ✓ ✓ ✓

1.2　農家の所在地
農家の用地が空間整備決
定に準拠している。

(1)　立地許可にある土地
が地域空間整備計画に合
致している。

✓ ✓ ✓ ✓

満たしている
農家の用地が地域空間整
備計画に合致している場
合。

満たしていない
農家の用地が地域空間整
備計画に合致していない
場合。

日本アセアンセンター　参考和訳

検証方法No 原則 基準 指標 検証内容 検証比重

（注）法的効⼒を有するのはインドネシア語の法令⾃体であり、参考和訳はあくまでその理解
を助けるための参考資料です。本資料の利⽤に伴って発⽣した問題について，⼀切の責任を負
いかねますので、法律上の問題に関してはインドネシア語の法令を参照してください。



(2)　農家の所在地がその
地権に対しそれ以前から
ある他の許可と重なってい
ない。

✓ ✓ ✓ ✓

1.3　土地紛争・補償及び
その他の紛争
農家はプランテーション用
地が周辺住民との紛争又
はその他の紛争状態にな
いことを確認できているこ
と。

土地紛争・その他の紛争
が発生している場合：
1．　紛争解決のための話
し合いの進捗文書を有し、
土地紛争場所の地図があ
る。

(1)　農園所在地内にある
全運営地域の紛争エリア
の特定結果がある。

✓ ✓ ✓ ✓

満たしている
紛争となっている土地の地
図/スケッチと紛争エリアの
特定結果及び紛争解決プ
ロセス報告書による紛争エ
リア特定結果文書がある
場合。

満たしていない
紛争となっている土地の地
図/スケッチと紛争エリアの
特定結果及び紛争解決プ
ロセス報告書による紛争エ
リア特定結果文書がない
場合。

(2)　紛争となっている土地
の地図/スケッチがある。

✓ ✓ ✓ ✓

(3)　関連機関に報告済み
の紛争解決プロセス報告
書とその受領証がある。

✓ ✓ ✓ ✓

2．　合意済みの契約書の
写しを有している。

紛争となっている農園の境
界に関する情報を含め、紛
争解決報告に関する合意
文書がある。

✓ ✓ ✓ ✓

満たしている
合意済みの契約書の写し
がある場合。

満たしていない
合意済みの契約書の写し
がない場合。

14　農家の事業適法性
栽培用プランテーション事
業登録証

(1)　25ha未満の用地の場
合、農園所在地に応じたプ
ランテーション事業登録証
がある。

✓ ✓ ✓ ✓

満たしている
栽培プランテーション事業
登録証がある場合。

満たしていない
栽培プランテーション事業
登録証がない場合。

(2)　栽培用プランテーショ
ン事業登録証が現行法規
に基づき権限を有する機
関により発行されている。

✓ ✓ ✓ ✓

1.5　環境許可関連義務
農家グループ又は農家協
同組合は、条件を遂行し、
環境管理・モニタリングレ
ターを有する義務を負う。

1．環境管理・モニタリング
レターに基づく環境許可を
有している。

(1)　関連機関が発行した
環境管理・モニタリングレ
ターがある。

✓ ✓ ✓

満たしている
権限を有する機関が発行
した環境管理・モニタリング
レターがある場合。

満たしていない
権限を有する機関が発行
した環境管理・モニタリング
レターがない場合。



(2)　環境管理・モニタリン
グレターが権限を有する機
関により発行されている。

✓ ✓ ✓

2．　環境管理・モニタリン
グレター適用実施記録を
有している。

(1)　管理・モニタリングレ
ター適用実施記録がある。

✓ ✓ ✓ ✓

満たしている
記録がある場合。

満たしていない
記録がない場合。

(2)　環境管理・モニタリン
グレター実施報告書を作
成し、関連機関に提出して
いる。

✓ ✓ ✓ ✓

2
プランテーションのベストプラ
クティスの採用

2.1　農家組織
農家はメンバーの願望や
ニーズを満たすための共
同の受け皿としての農家グ
ループ又は協同組合に加
入することが可能。

1．　農家が農家グループ
又は協同組合形態の組織
を有している。

農家グループ及び/又は協
同組合への農家の加入証
明書を有する。

✓ ✓ ✓

満たしている
証明書がある場合。

満たしていない
証明書がない場合。

2．　権限を有する官吏が
認知している農家グループ
及び/又は協同組合設立
文書を有している。

(1)　農家グループ及び/又
は協同組合設立の記録、
活動円滑化を支えるため
の各幹部の任務記述書を
具備した幹部構成記録が
ある。

✓ ✓ ✓

満たしている
農家グループ設立文書が
ある場合。

満たしていない
農家グループ設立文書が
ない場合。

(2)　農家、農家グループ及
び/又は協同組合の設立
証書、定款/綱領を具備し
た農家組織又は協同組合
組織に関する文書がある。
(3)　法令に基づく協同組合
法人文書がある。

✓ ✓ ✓

(4)　各グループ20-30以上
の農家又は住民と農業事
業の状況に応じた人数の
農家グループ及び協同組
合のメンバーリスト文書が
ある。

✓ ✓ ✓

2.2　農家管理
1．　農家、農家グループ及
び/又は協同組合運営活
動計画文書を有している。

生産設備需要、生産予測、
作物維持活動、害虫管理、
収穫、果房運搬、テラス維
持、排水、生産道などを含
む運営活動計画、すでに
必要となっている場合には
改植計画文書がある。

✓ ✓ ✓

満たしている
文書がある場合。

満たしていない
文書がない場合。



2．　農家、農家グループ及
び/又は協同組合活動報
告書がある。

農家グループ及び/又は協
同組合の活動の十分な報
告書がある。

✓ ✓ ✓

満たしている
文書がある場合。

満たしていない
文書がない場合。

2.3　アブラヤシ栽培・運搬
技術の適用

2.3.1　土地の開墾
土地と水の保全規範を満
たした開墾

火入れを行わない開墾方
法のためのSOP及び業務
指示を有し、実施してい
る。

(1)　農業省プランテーショ
ン総局からの火入れを行
わない開墾技術指針及び
その他機関からの指針に
準拠した開墾のための
SOPがある。

✓ ✓ ✓

満たしている
火入れを行わない開墾と
傾斜地への作付けのため
のSOPと記録がある場合。

満たしていない
火入れを行わない開墾と
傾斜地への作付けのため
のSOPと記録がない場合。

(2)　火入れを行わない開
墾記録がある。

✓ ✓ ✓

(3)　テラス式により作付可
能な傾斜地での作付け記
録がある。

✓ ✓ ✓

(4)　排水システムとテラス
式により保全が必要な用
地での作付け記録がある。

✓ ✓ ✓

2.3.2　種の取り扱い
農家の作物生産性を支え
るために、利用する種は政
府の推薦を受けた種の出
所に由来すること。

1．　農業省の認定を受け、
権限を有する機関からの
認証を受けた種メーカーに
由来する作物種を利用し
ている。

(1)　政府放出の基準に基
づく種の利用記録がある。

✓ ✓ ✓

満たしている
政府基準に基づく種の利
用文書がある場合。

満たしていない
政府基準に基づく種の利
用文書がない場合。

(2)　農家グループ合同体と
農家グループを通じた認
証種に関連する周知記録
と情報がある。

✓ ✓ ✓

(3)　政府が定める種の出
所/繁殖企業からの種の利
用がある。

✓ ✓ ✓

(4)　自給農家とパートナー
を組む企業が供給可能な
種の由来記録がある。

✓ ✓ ✓

(5)　プランテーション担当
局/種苗・プランテーション
作物保護研究所/地方種
苗担当実施ユニットからの
種の利用証明書がある。

✓ ✓ ✓



2．　種の由来記録を有す
る。

農家、農家グループ及び
協働組合の種の取り扱い
文書/記録がある。

✓ ✓ ✓

満たしている
文書がある場合。

満たしていない
文書がない場合。

2.3.3　鉱質土壌での作付
け
自給農家が作付けを行う
際に作物生産性を支える
ための技術基準に基づい
ていること

1．GAPに基づく作付のた
めのSOPを有し、実施して
いる。

(1)GAPをレファレンスとし
た作付のためのSOPがあ
る。

✓ ✓ ✓

満たしている
SOPがある場合。

満たしていない
SOPがない場合。

(2)　作付技術指針SOPに
は下記を含んでいること：
(a)　作付エリア面積の実績
(b)　現場の状況とプラン
テーション栽培のベストプ
ラクティスに基づく作物の
数と作付間隔の規制
(c)　傾斜地の場合、テラス
化

✓ ✓ ✓

2．　作付実施記録を有し
ている。

作付年、種の出所、用地面
積、ヘクタール当たりの作
物数、肥料の利用、害虫疫
病対策、除草剤、殺虫剤、
農薬、殺菌剤データがあ
る。

✓ ✓ ✓

満たしている
データがある場合。

満たしていない
データがない場合。

2.3.4　泥炭地での作付け
泥炭地の自給農園でのア
ブラヤシの作付けは、環境
機能を破壊しないように泥
炭地の特性に留意しつつ
実施が可能。

現行法規に準拠した泥炭
地での作付けのための記
録を有している。

(1)　現行規程に基づく泥炭
地での作付記録がある。
(農業大臣規程、政令2014
年第71号、政令2018年第
57号、環境林業大臣規程
2019年第10号の準拠）

✓ ✓ ✓

満たしている
文書がある場合。

満たしていない
文書がない場合。

(2)　泥炭の下の鉱質土壌
層が、石英又は酸性硫酸
土壌ではなく、腐植度が成
熟(黒泥土）レベルの泥炭
地。30％以上のエリアを保
全のために作付せず残
す。（規程発効後に開墾し
た農園に有効）

✓ ✓ ✓

(3)現場の状況とプランテー
ション栽培のベストプラク
ティスに基づく作物数、作
付間隔規制記録がある。

✓ ✓ ✓

(4)　被覆作物記録がある。 ✓ ✓ ✓



(5)　泥炭地からの二酸化
炭素排出を抑制するため
の水管理システム（排水
路）を作ることによる60-80
㎝での地下水の高さ規制
記録がある。

✓ ✓ ✓

2.3.5　作物の維持
作物の生産性を支えるた
めの維持

1．　作物維持のための
SOPと作業指示書を有して
いる。

(1)　植え替えを行うことに
より所定の基準に基づく作
物数データがある。

✓ ✓ ✓

満たしている
作物数データ、サークル維
持、被覆作物維持文書が
ある場合。

満たしていない
作物数データ、サークル維
持、被覆作物維持文書が
ない場合。

(2)　サークル維持記録が
ある。

✓ ✓ ✓

(3)　未収穫期の作物の被
覆植物維持記録がある。
(a)　農園の衛生と雑草除
去
(b)　施肥のレコメンデー
ションと実績
(c)　作物維持活動報告書

✓ ✓ ✓

2．　施肥と作物維持に関
する記録を有している。

利用する肥料と農薬の種
類と数量データがある。

✓ ✓ ✓

満たしている
データがある場合。

満たしていない
データがない場合。

2.3.6　害虫管理
農家、農家グループ、協同
組合は、環境の側面に留
意しつつ、技術規定に基づ
く統合的害虫管理システム
を適用した害虫管理観察
を行っていること。

1．　統合的害虫観察・管理
技術指針を有し、実施して
いる。

(1)　統合的害虫管理、すな
わち栽培技術、農園の清
掃、天敵の利用（捕食寄
生、捕食者、生物農薬）の
機械的利用、限定的かつ
賢明な農薬の利用を通じ
た害虫管理を保証する害
虫管理指針SOPがある。

✓ ✓ ✓

満たしている
SOPがある場合。

満たしていない
SOPがない場合。

(2)　利用する農薬文書が
あり、農業省農薬委員会に
登録済み

✓ ✓ ✓

2．　技術指針に基づき、訓
練を受けた人員(チーム)に
よる害虫管理設備を有して
いる。

(1)　害虫管理器具・化学剤
保管スペースがある。

✓ ✓ ✓

満たしている
保管と農薬廃棄物処理ス
ペースがある場合。

満たしていない
保管と農薬廃棄物処理ス
ペースがない場合。

(2)　環境への悪影響を最
小限にするための技術指
針に基づく農薬廃棄物処
理のためのSOPがある。

✓ ✓ ✓



2.3.7　収穫
農家、農家グループ、協同
組合が、収穫が適切な時
期に正しい方法で行われ
ていることを確認している
こと。

1．　収穫する果実が収穫
に適した成熟果実であり、
適切な時期に実施するた
めの技術指針を有してい
る。

(1)　労働者、施設、関連設
備の準備記録がある。

✓ ✓ ✓

満たしている
労働者の準備、成熟果実
基準設定文書がある場
合。

満たしていない
労働者の準備、成熟果実
基準設定文書がない場
合。

(2)　技術指針に基づく収穫
に適した成熟度と収穫サイ
クル基準の設定のための
SOPがある。

✓ ✓ ✓

(3)　収穫に適した成熟度
設定基準のためのSOPが
ある：
(i)　成熟していない(12.5％
-25％の外側の果実が軸
から外れている）、果実の
色は赤みがかっている
(ii)　成熟1　(26-60%の外側
の果実が軸から外れてい
る）、果実の色が光沢のあ
る赤色
(iii)　成熟2　(61-75％の外
側の果実が軸から外れて
いる）、果実の色はオレン
ジ色

✓ ✓ ✓

2．　収穫実施記録を有し
ている。

収穫計画、収穫記録、収穫
物記録がある。

✓ ✓ ✓

満たしている
文書がある場合。

満たしていない
文書がない場合。

2.3.8　果実の運搬
果実の破損を避けるため
に、農家が収穫した果房を
直ちに購入者のところに運
搬するようにしていること。

果房運搬技術指針を有し、
実施している。

(1)　輸送機と関連設備の
SOPがある。

✓ ✓ ✓

満たしている
輸送機と良質果房のため
のSOPがある場合。

満たしていない
輸送機と良質果房のため
のSOPがない場合。

(2)　果実が破損、汚染、紛
失から守られ、加工場に適
切なタイミングで到着する
ためのSOPと記録がある。

✓ ✓ ✓

(3)　農園から加工工場ま
で距離がある場合でも果
房の品質が変わらず良好
である旨の記録がある。

✓ ✓ ✓



3
環境、天然資源及び生物多様
性の管理

3.1　火災の防止と対策
自給農家は各自の農園の
火災防止と対策をしている
こと。

火災防止・対策指針に基
づき周辺住民と最寄り関連
機関と合同で火災防止・対
策を実施している。

(1)　火災防止・対策メカニ
ズム文書/指針/SOP

✓ ✓ ✓ ✓

満たしている
火災の起きやすいエリア情
報を含む火災防止・対策と
火災発生防止設備インフラ
の確保のためのSOP/メカ
ニズム/指針がある場合。

満たしていない
火災の起きやすいエリア情
報を含む火災防止・対策と
火災発生防止設備インフラ
の確保のためのSOP/メカ
ニズム/指針がない場合。

(2)　火災の起きやすいエリ
アの情報を記載した文書

✓ ✓ ✓ ✓

(3)　火災の発生を防止す
るための設備の確保

✓ ✓ ✓ ✓

(4)　定期的な火災緊急時
対応シミュレーションの実
施

✓ ✓ ✓ ✓

3.2　生物多様性の保護
自給農家は現行規程に基
づき管理するエリアにおけ
る生物多様性の保護と保
全をしていること。

1．　当該エリアと農園周辺
エリア及びプランテーション
事業開始後の動植物の存
在を把握している。

(1)　農園における希少動
植物の特定計画と実績が
ある。

✓ ✓ ✓ ✓

満たしている
農園エリアで見つかった動
物データがある場合。

満たしていない
希少動植物データがない
又は
原文ママのものは誤字脱
字多数で翻訳不可、本当
は下記のように書きたかっ
たらしい
保護希少動物を労働者、
住民が飼育しているのが
見つかった場合

(2)　農園で特定された希
少動植物の保護メカニズ
ムがある。

✓ ✓ ✓ ✓

(3)　農家/農家の労働者が
捕獲する希少動物がいな
い又は現行政令に基づき
野生動物を飼育する農家
がない

✓ ✓ ✓ ✓



2．　農園とその周辺にお
ける動植物の存在記録を
有している。

農園エリアで見つかった希
少動植物リスト

✓ ✓ ✓ ✓

満たしている
農園とその周辺における
動植物の存在記録がある
場合。

満たしていない
農園における野生動物と
希少植物の存在記録がな
い又は記録はあるが最新
のものではない場合

4 透明性の適用

4.1販売と果房価格合意
果房が農民生産アブラヤ
シ果房価格決定に準拠し
た価格によりプランテー
ション企業に販売されてい
る。

1．　販売先毎に果房価格
決定チームが定めた設定
価格に基づく果房価格情
報を有している。

農家のレファレンスとなる
政府からの果房価格情報
がある。

✓ ✓ ✓

満たしている
果房価格情報がある場
合。

満たしていない
果房価格情報がない場合

2．　果房価格と企業/工場
による購入実績記録があ
り、農家、農家グループ及
び/又は協同組合が定期
的にモニタリングする、果
房購入価格決定のための
価格情報源がある。

(1)　果房価格と購入者、企
業、工場による購入実績記
録があり、農家、農家グ
ループ及び/又は協同組合
が定期的にモニタリングす
る、果房購入価格決定の
ための価格情報源があ
る。

✓ ✓ ✓

満たしている
果房価格記録、販売実績
文書、協力文書がある場
合。

満たしていない
果房価格記録、販売実績
文書、協力文書がない場
合

(2)　販売実績文書がある。 ✓ ✓ ✓

(3)　両者と県/州の首長こ
の場合プランテーション局
長が署名した、パートナー
シップ協力契約文書があ
る。

✓ ✓ ✓

4.2　データ・情報の提供
関連機関やその他のス
テークホルダーに対する法
令で除外されている情報
以外のデータ・情報の提供

1．　情報サービスのため
のSOP

情報要請受理と情報要請
があった場合のフォロー
アップから構成される情報
サービスのためのSOP

✓ ✓ ✓

満たしている
情報要請受理と情報要請
があった場合のフォロー
アップから構成される情報
サービスのためのSOPが
ある場合。

満たしていない
情報要請受理と情報要請
があった場合のフォロー
アップから構成される情報
サービスのためのSOPが
ない場合



2．　現行規定に基づくス
テークホルダーへの情報
提供文書を有している。

ステークホルダーへの情
報提供と情報要請があっ
た場合のフォローアップの
記録

✓ ✓ ✓

満たしている
ステークホルダーへの情
報提供と情報要請があっ
た場合のフォローアップの
記録がある場合。

満たしていない
ステークホルダーへの情
報提供と情報要請があっ
た場合のフォローアップの
記録がない場合

3．　ステークホルダーから
の情報要請に対する回答
や情報サービス文書を有
している。

ステークホルダーからの情
報要請に対する回答や情
報サービス記録

✓ ✓ ✓

満たしている
ステークホルダーからの情
報要請に対する回答や情
報サービス記録がある場
合。

満たしていない
ステークホルダーからの情
報要請に対する回答や情
報サービス記録がない場
合

5 持続的な事業の改善

持続的なアブラヤシ生産
工場を支えるためのアク
ションプランの振興と実施
によるパフォーマンスの向
上

持続的な事業の改善適用
結果文書を有している。

(1)　改善措置実施ポテン
シャル特定文書

✓ ✓ ✓

満たしている
持続的なプランテーション
事業改善活動に関連する
記録がある場合。

満たしていない
持続的なプランテーション
事業改善活動に関連する
記録がない場合

(2)　持続的なプランテー
ション事業の改善活動に関
連する記録がある。

✓ ✓ ✓

日本アセアンセンター　参考和訳

（注）法的効⼒を有するのはインドネシア語の法令⾃体であり、参考和訳はあくまでその理解
を助けるための参考資料です。本資料の利⽤に伴って発⽣した問題について、⼀切の責任を
負いかねますので、法律上の問題に関してはインドネシア語の法令を参照してください。


